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令和５年足寄町予算審査特別委員会議事録（第２号） 

令和５年３月１６日（木曜日）     

 

◎出席委員（１１名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 

   ３番 進 藤 晴 子 君   ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ７番 髙 橋 健 一 君 

   ８番 川 上 修 一 君   ９番 髙 橋 秀 樹 君 

  １０番 二 川   靖 君  １１番 木 村 明 雄 君 

  １２番 井 脇 昌 美 君 

 

◎欠席委員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   松 野   孝 君 

福  祉  課  長   保 多 紀 江 君 

住  民  課  長   金 澤 真 澄 君 

経  済  課  長   加 藤 勝 廣 君 

建  設  課  長   増 田   徹 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   伊 藤 啓 二 君 

消  防  課  長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君
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◎議事日程 

 日程第 １  議案第２９号 令和５年度足寄町一般会計予算 
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午前１０時０４分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○委員長（高道洋子君） ただいまから、

予算審査特別委員会を再開いたします。 

 令和５年度の大事な予算審議でございま

すので、活発な論議をよろしくお願いした

いと思います。 

 予算審議の進め方について、説明をいた

します。 

 一般会計と特別会計は、歳出の目で進

め、質疑が終了した後、歳出の総括質疑を

行います。 

 歳入においては、歳入の項で進め、質疑

が終了した後、歳入の総括質疑を行いま

す。 

 第２条以降がある場合は、それぞれの質

疑を受け、終了後、全体の総括質疑を行い

ます。 

 企業会計については、収益的支出の目か

ら進め、次に収益的収入の一括を、次に資

本的収入及び支出一括で審議を行い、次に

総括質疑を行います。 

 第２条以降がある場合は、一般会計、特

別会計と同様、それぞれの質疑を受け、終

了後、全体の総括質疑を行います。 

 

◎ 議案第２９号 

○委員長（高道洋子君） これから、議案

第２９号令和５年度足寄町一般会計予算の

件を議題といたします。 

 提出議案につきましては、既に説明を受

けておりますので、これから質疑に入りま

す。 

 ４６ページをお開きください。 

 歳出から進めます。 

 目で進めます。 

 第１款議会費、第１項１目議会費、質疑

はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ４８ページ、第

２款総務費に入ります。 

 第１項総務管理費の１目一般管理費、質

疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ５２ページ、２

目基金積立金。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ３目会計管理

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ４目財政管理

費、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ５目文書広報

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ６目交通安全対

策費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ７目庁舎管理

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ６０ページ、８

目財産管理費、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ９目車両管理

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １０目公平委員

会費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １１目特別職報

酬等審議会費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １２目功労者表

彰費。 

 ４番。 

○４番（榊原深雪君） 功労者等の記念品

なのですが、何名分を御用意されているの

でしょうか。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 功労者表彰費
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の関係の記念品等につきましては、大体毎

年５名分を計上してございます。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） この記念品なので

すが、どのようなものをどのぐらい年数、

差し上げているのかどうか、お願いいたし

ます。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 記念品につきましては、大体毎年つぼを

お渡ししております。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） ずっときっとつぼ

だったと思いますが、頂いた方はもちろん

記念のものですのでありがたいとは思って

いらっしゃると思うのですけれども、置き

場所がない、使うことがないということを

小耳に挟んでいるのですね。皆さんそうだ

と思いますけれども、人に物をあげるとき

には、相手の方が喜んでいただけるかどう

かということを考えながらあげると思うの

ですよね。だから、そこのところをもっと

考慮していただいて、今年度は中身のこと

をもう少し検討していただきたいなと思っ

ているところですが、いかがでしょうか。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 今後、そうい

う頂いた方の直接の御意見だと思いますの

で、令和５年度以降につきましては総務課

内で協議するとともに、例えば受賞者の方

にお聞きして希望のお品をお渡しするとい

うことも一つの考え方だと思いますので、

今後検討をさせていただきます。 

○委員長（高道洋子君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） ただいまの総務課

長からもありましたけれども、やはり受賞

される方の御希望なども聞いても別に手間

暇かかりませんので、そういった御希望に

沿ったものを差し上げるように今後とも検

討していただければありがたいなと思って

おります。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） では、次に行き

ます。 

 １３目自治振興費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １４目企画振興

費、質疑はありませんか。 

 ７番。 

○７番（髙橋健一君） お聞きします。 

 予算書は６７ページ、ふるさと足寄応援

基金積立金とふるさと足寄応援寄附推進事

業、この二つについてお尋ねいたします。 

 昨日の川上議員の続きと考えていただけ

ればいいと思います。 

 昨日の川上議員の質問、また重なるので

すけれども、去年は１億円を目標にしてふ

るさと納税を考えていたそうですけれど

も、残念ながら６,０００万円に落ちてし

まったと。それは農協さんのチーズ工場の

閉鎖が主な原因だということだったのです

けれども、今年は８,０００万円を目標に掲

げられています。そこで、チーズ工場また

再開されたということなのですけれども、

どのような再開されたのか。また、どうい

うふうな形でチーズが供給されるのか、

ちょっとお尋ねします。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、副町長。 

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。 

 新たなチーズ工房につきましては、これ

までの農協の生産量をすぐに戻せるわけで

ないというところと、農協で１２月以前に

作ったものを商品を引き継いでいる部分も

ございまして、今本当にスモールスタート

で始めるというところでありまして、あと

ふるさと納税の商品でいえば、いろいろバ

ラエティーに富んだ商品でいろいろと工程

も非常に手間もかかっていたということな
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ので、なるべく製造の手間をまずはかけな

いで、徐々に徐々に本当にスモールスター

トから始めるというお話を聞いています。 

 これまでの町内でいえば、引き続きセブ

ンイレブンですとか、そういうところでも

納品されているようですし、徐々に本当に

今あるものというのは、多分今出荷してい

るものというのは農協が作っていたもので

ございまして、それから今新たにこれから

作るというところでいえば、できればふる

さと納税なり町内、例えば観光協会ですと

か、そういうところで十分に商品を供給で

きるようにお願いしていまして、行く行く

は需要に合った供給ができるようにという

ところでお願いはしていますけれども、ふ

るさと納税のポータルサイトでも再開した

ばかりでして、まだ全然一回冷え込んだ

ニーズにはなかなか追いつかないですし、

まだ年度の２月、３月なので、ふるさと納

税についても需要がまだ申込みが皆さんさ

れてないというところもございます。 

 本当に手探りの状態にはなっています

が、町としてはぜひふるさと納税を本当に

主力として、そちらが本当にお店に卸すよ

りもふるさと納税のほうが定価で買取りを

しますので、そちらのほうが利幅も大きい

ということで、ぜひこちらをメインに頑

張っていただきたいというお話はしていま

す。なのですけれども、実際、では今まで

どおりの納入、農協と同じような供給はで

きるかというと、そこまではまだ全然行か

ないところですので、徐々に徐々にという

ところで、数値目標というのはまだ今のと

ころないということで、現状については明

確なお答えはできないのですけれども、以

上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） チーズ工房という

のは今どこで、行われているのか、これか

ら行われるのか、どこでやることになって

いますか。 

○委員長（高道洋子君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。 

 引き続き、紅葉橋、中矢のチーズ工場を

引き続きそちらで、今まで働いていた方、

工場長は役員として通いなり、製造の品質

管理なりをしていただくということで、今

まで働いていた、主で働いていた方が引き

続きそこで、チーズ工場で働くというか、

そこでチーズを作っています。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） ということは、ま

だ安定的な供給は担保されていないという

ことですね。ということになると、８,００

０万円の目標はかなり夢物語のような気も

するのですけれども、その代わりといたし

まして、昨日川上議員が質問されたよう

に、ありがとう牧場さんですか、チーズだ

けでなくて今度はバターも作っていただけ

ると。それから座間屋さんのコーヒー、

コーヒー豆というのがありましたけれど

も、この２つの部分は確実に供給されるの

か、安定的な供給がなされるのか、その辺

をちょっとお尋ねしたい。 

 それから、また新たな何か戦略という

か、新たな返礼品開発とか、そういうこと

は考えてないのか、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 昨日、川上議

員の御質問の中で、座間屋さんのドリップ

バッグのコーヒーと、それからバターです

か、をお答えいたしましたけれども、どち

らも規模は大きな法人なり会社なり団体で

はございませんので、どれだけの出荷量が

できるかというのはまだ正直不明な点がご

ざいます。 

 あと、確実に両者とも商品化はされるよ

うですけれども、どれだけの規模の数量が

供給できるかというのはまだ正直判明して

いないところでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 何か全てふるさと

納税に関しては手探り状態で、なかなか安

定的な供給は担保されてないようなので、

何とか皆様知恵を出し合って、ふるさと納

税を伸ばしていただきたいと思います。 

 この前の新聞にも出てましたけれども、

ほかの町村すごく頑張って、上士幌などを

見ると、すごいですね、十何億円とかいう

数が出ています。ぜひ伸ばしていただきた

い。 

 もう一つですけれども、この前の新聞に

出ていたのだけれども、経費の問題ですよ

ね。非常にふるさと納税、せっかくふるさ

と納税頂いても、送料がたくさんかかって

元が取れないと、そういう悲鳴が上がって

ますけれども、これもしも経費が５割を超

えてしまったりすると差止めとかそういう

ものを国から食らうのですかね、これ、ど

うなのでしょうか、素朴な疑問ですけれど

も。足寄は何とか５割を抑えているのです

けれども、ほかの町村５割を超えていると

ころもあって、どこでしたかね、更別、違

うかな、送料だけで寄附額１８％に当たる

約２億５,０５４万円か、これ中札内です

ね。送料が２億円を超えるって何かふるさ

と納税やっても、ばからしくてやってられ

ないなんてそんな気になりますけれども、

これはどういうことになっているのでしょ

うか。お願いします。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 北海道の地域

は東京とかと比べて、どうしても送料が占

める割合が多くなるというのは事実でござ

います。 

 足寄町の場合、新聞にも出ておりました

けれども、４７％ということで、経費の割

合ですね、以内になっておりますけれど

も、超えた場合は当然総務省の毎年報告し

ておりますので、経費の割合等は。当然率

を超えた場合は総務省から指導が入って、

どのように減らすのかということを当然報

告しなければならないということで、ある

程度の警告的なことはあるかと思います。

それが守れなければ、当然自治体としては

総務省の指導に従うということになります

ので、基本的には、それでその率が守らな

ければ当然ふるさと納税の指定団体から次

年度以降取消しをされるということもあり

得るかと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 分かりました。ど

うもありがとうございます。 

○委員長（高道洋子君） ほかに、１４目

企画振興費。 

 川上議員。 

○８番（川上修一君） ふるさと納税の関

連で質問させていただきます。 

 やっぱり今髙橋議員が他町村ではいっぱ

い納税額上げているというところもあるよ

ということなのですけれども、やっぱり違

いは返礼品の数かなと、まずメニューが多

い。それからやっぱり正直言って肉ですと

か、アイスですとか、目玉となるものがあ

るかないかということが差になってくるの

でないかなと自分も感じているのです。そ

れで、町としてもいろいろ返礼品は業者さ

んに当たってくれてはいると思うのですけ

れども、なかなか目玉となるものがないの

かなと私は思っています。 

 それで、先ほど副町長の答弁の中で、新

たなチーズ工房、今まで農協がやっていた

いろいろなメニューでなくて、なるだけ手

間のかからないという答弁だったのですけ

れども、またふるさと納税のサイトには出

したのですよね。それは今まで農協が載せ

ていたチーズのセットとは違う形で載せた

ということなのでしょうか。ちょっとお伺

いします。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、副町長。 

○副町長（丸山晃徳君） 今まず始めたの
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は、最も人気のあった詰め合わせセットを

やって、あといろいろなバリエーション、

これまではやって、あと年に何回の定期便

とかというのもあったのですけれども、ま

ずは人気商品の詰め合わせをアップしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） 川上委員。 

○８番（川上修一君） 分かりました。 

 その発想すばらしいと思うのですね。

やっぱり製造量がどうしても前と比べて落

ちると思うので、副町長おっしゃるよう

に、ある程度製品を絞って、そして納税の

要望が来たとき断らなくてもいいように体

制取るというのはいい考えだと私も思いま

す。 

 あとそれから、これ新聞で読んだのです

けれども、池田町の例なのですけれども、

一時、数字が間違っていたらごめんなさ

い、７億円ぐらいあったのが落ち込んだと

なっていたのですね。それでそれを回復す

るのに、地域おこし協力隊の方を専門に充

てて、ＳＮＳだか何だか分からないですけ

れども、そういった若者が見るようなサイ

トにアップして、そういうことをやって、

また１億５,０００万円ぐらい回復させたと

いう記事を見ました。 

 何というかな、ポータルサイト四つに載

せるのもそれはそれで結構なのですけれど

も、今後ふるさと納税をもし増やそうとい

うお考えがあったとして、今私が言った新

たな発想ですか、サイトに任すだけでなく

て、そういった地域おこし協力隊とかを配

属させて、積極的にＰＲするというような

考えはお持ちでしょうか、どうでしょう

か。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、副町長。 

○副町長（丸山晃徳君） お答えさせてい

ただきます。 

 川上議員のおっしゃるとおりの考えとい

うのは、以前からも町としてはそういうの

をやらなければいけないよねと。それは町

全てのＰＲという部分でいえば、行政の施

策全般についてでもそうですし、観光のＰ

Ｒでもそうですし、特にお金に結びつくふ

るさと納税は本当にコマーシャルとしてや

る価値は十分にあると思っています。 

 なかなかＳＮＳで頻繁に町の職員がやる

というと、本当になかなか更新も仕事の片

手間でやるというようなところであった

り、なかなか情報が新鮮さがないとかとい

うところもありますので、少しずつインス

タとかでやらなくてはいけないなというと

ころでございます。 

 今地域おこし協力隊で観光協会で勤務し

ていただいている方ですとか、あとびびっ

どコラボレーションで働いている方でも、

観光協会で働いている方はラジオなりメ

ディアで以前働いていたということで、

ちょっと話がそれますけれども、足寄物語

ということで、サイトでいろいろな足寄の

売れるところというのをいろいろ紹介して

いただいていますので、そういうところで

も紹介していただくですとか、あとびびっ

どでいえば、動画の制作のプロの方が今来

ていただいて、少しずつ動画のサイトを広

げていただいていますので、そういうとこ

ろからもコマーシャルというのを広げてい

かなくてはいけないなと思っています。 

 今コロナでなかなか地域おこし協力隊

も、こんなのできるよねと提案は頂いてい

るのですけれども、なかなか能力というか

そういうことをやれる人はいるのですけれ

ども、それが情報がなかなか結びつかな

かったりしているところがあるので、こう

いうのをぜひ連携してやってもらえないか

というのを町のほうで仕掛けをしなくては

いけないなというところはございます。 

 とはいえ、コマーシャルをしても商品が

供給できるか、安定供給ができるかという

ところも非常に大切ですので、売る物が

あっての商品のコマーシャルだと思います

ので、そこら辺も踏まえた中で、やはり関

係者がきちんと課題なり、どういうことを
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進めたらいいかというのを情報共有して、

新たな展開というのを、議員さんおっしゃ

るとおりの行動に結びつければいいかなと

いうふうに考えています。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） 川上委員。 

○８番（川上修一君） ぜひそういった方

向で検討を進めていっていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） ほかに、企画振

興費ありますか。 

 ３番進藤委員。 

○３番（進藤晴子君） 予算書は同じく６

７ページ、説明資料の中で１１ページのほ

う御覧になってください。 

 ここの中で、結婚新生活支援事業補助

金、大変うれしい事業でございまして、こ

れを頂いた方は大変うれしく思っていらっ

しゃると思います。 

 令和４年の実績といいますか、何件ぐら

いこれをもらった方がいらっしゃるのか教

えてください。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 令和４年度の

実績でございますが、現在１名、１世帯の

方だけでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） １名ですね、分か

りました。 

 それともう一つ、補助の上限額が２９歳

以下と３０歳以上に分かれております。そ

れぞれ６０万円、そして３０万円と分かれ

てますが、この理由を教えてください。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） こちらの事業

につきましては、補助金も入っておりまし

て、そちらのほうの補助の基準がこのよう

な年齢になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。補

助金でもう決まっているということです

ね、これは。そうですか。 

 個人的には言わせてもらうと、この６０

万円と３０万円は幅が開き過ぎているので

はないかなと。確かに若い方のほうが給料

も少ないですし、そういうことで金額の差

があって当然だと思うのですけれども、も

うちょっと段階的に分けてもらいたいなと

いう個人的な意見でございますが、決まっ

ているのならしようがないですね。分かり

ました。ありがとうございます。 

○委員長（高道洋子君） よろしいです

か。 

 ほかに、企画振興費。 

 ５番田利委員。 

○５番（田利正文君） 同じ６７ページの

地域活性化推進事業の説明資料では９ペー

ジ、住環境・店舗等整備補助金です。 

 前年度よりがっくり落ちています。そし

て、リフォームには全く使えなくて、ここ

で書いているのは、老朽危険空き家などの

除去に５戸だけになっていますね。当初予

算だからしようがないということなのかも

しれませんけれども、リフォームする要望

というか、それは減ってきているという現

状があるのでしょうか。そんなところを

ちょっと全体像を教えてほしいと思いま

す。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 今回住環境・

店舗等整備補助金２５０万円を計上させて

いただいておりますが、今田利議員おっ

しゃったように、今回骨格予算でございま

すので、今回除却の費用のみ２５０万円の

みを計上させていただいたところでござい

ます。 

 あとリフォームだとか、補助金のいろい

ろほかにも補助をする内容ございますけれ
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ども、令和３年度と比較して若干減少傾向

にはございますけれども、そんな大幅に

減っているという感じではございません。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ５番。 

○５番（田利正文君） ということは、こ

れまでどおりの住環境・店舗等整備補助金

の補助する項目ありましたよね。その項目

は必要要望があれば補正予算組まれて使え

るというふうに言ってしまっていいのです

ね、使えないということではなくて。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 当然、６月以

降統一地方選挙終わった後に補正予算を要

求させていただきますので、その際担当の

ほうから予算要求額が出てくるに当たっ

て、あとは新町長と副町長が査定をした上

で金額が決まってまいりますので、まだ今

の時点で決定ということではございませ

ん。ただ、要求につきましては、担当から

必ず上がってくる補助金でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ５番、よろしい

ですか。 

 企画振興費、ほかにありませんか。 

 ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 今の関連といいま

すか、というところで、今回この除却費用

なのですけれども、前年かな、前々年か

な、推移はどのようになっているのか。大

分これは使用されているのでしょうか。結

構要項が厳しいように思えるのですけれど

も。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 除却の関係に

つきましては、令和４年度の実績でござい

ますけれども、現在のところ、１１件の申

請がございまして補助をしております。 

 あと実際の予算的には、補助をもらえる

件数、額は超えておりますけれども、その

分につきましては単費で補助をするように

した経緯がございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） これたしか結構老

朽化しているだとか、そこに住んでいない

だとか、いろいろな要項がありましたよ

ね。ただ壊すというところには下りないと

いう認識でいいのでしたよね。確認です。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 何でもかんで

も取り壊すということだけでは補助の対象

にはならないというのは、議員おっしゃっ

たとおりでございます。 

 当然、例えば住宅でしたら１年以上もう

そこに住んでられないだとか、あるいは老

朽化の度合い、それは当然建築担当とうち

の職員が、総務課の職員とで老朽化の度合

いについて判定を行います。その基準につ

きましても、例えば１００点以上でないと

対象になりませんので、いろいろなそうい

う制約というか要件があるのは事実でござ

います。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 令和４年度で１１

件、これは総額で幾らぐらい、幾ら出たの

でしたか。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 額的には１１

件で４５７万９,０００円でございます。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） そうしたら、基本

的には１件当たり５０万円ずつの大体満額

ぐらいずつは出ているという認識ですね。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 上限額は５０

万円でございますので、今１１件のうち５

０万円の上限の方につきましては、ぴった

り５０万円という方につきましては１１件
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中３件でございます。あと一番低い方では

２７万円程度という状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 今後多分アスベス

トの問題だとか、法的なもので結構縛りと

いうかな、除却の費用が大分上がるという

ふうに思うのですけれども、今後老朽化し

ている家屋というのは何件あるのか分から

ないですけれども、ある程度その辺で危険

だというふうに認識している町側の件数

等々もあるでしょうけれども、５０万円と

いう、１件当たり老朽化しているところで

５０万円というところの制限が本当に正し

いのか。何％にするのかというところも今

後検討材料としていかなければいけないの

ではないのかなというふうに思うのですけ

れども、その辺のところはあくまでも５０

万円だけという、例えばアスベストが入っ

ていたらそれに対してプラス何万円という

ところの考え方を、今後持っていこうとい

うふうに認識はあるのかないのかお伺いい

たします。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 確かに髙橋議

員おっしゃるとおり、アスベストの調査も

今後必要になってくるかと思います。当然

そうなりますと、解体費用についてもさら

に高騰するということになろうかと思いま

すので、今後国等につきましても、その辺

制度的に変更もあり得る可能性もございま

すけれども、まずは町として国なりの通知

を待つまでもなく、例えばその辺を、今議

員おっしゃったように、率にするのか、あ

るいはアスベストがあったときは割増する

のかという検討もしなければならないとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） よろしいです

か。 

 企画振興費。 

 進藤委員、３番。 

○３番（進藤晴子君） ６７ページでし

て、説明書のほうは１３ページになりま

す。 

 地域おこし協力隊のことで出ております

が、こちらのまず最初は、企画提案型地域

おこし協力隊というものの説明を頂きたい

と思います。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） こちら総務課

で予算を要求してございます、地域活性化

推進事業の地域おこし協力隊のことについ

て、企画提案型と申しますのは、例えば先

ほど副町長からＳＮＳの関係で来ていただ

いている方もいらっしゃるということもお

答えしておりますが、企画提案型というの

は当然それぞれ、例えば私は、先ほどのと

おりＳＮＳにたけている方、あるいは観光

ＰＲがすごい私は得意ですだとか、例えば

農業分野で、イチゴに来ている方とは別

に、私はこういうスキルがあるだとかとい

う方を採用したいということの事業費でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。 

 ある程度のスキルを持った方が足寄町に

来ていただきたいという、そういう思いで

この６人を雇用するということなのでしょ

うが、昨日やりました補正予算のところで

も減額補正でしたね、地域おこし協力隊

は。その辺も踏まえまして、去年は何人ぐ

らい入っていらっしゃいますか、この企画

提案型で。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 去年という

か、令和４年度につきましては採用は１名

でございました。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 
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○３番（進藤晴子君） コロナもありまし

て、なかなか新しい人にＰＲするのもなか

なか難しかったのだろうなと思いますが、

どのように募集をかけて、そして１名だっ

たのか。そして今年、今年度この６人を雇

用するというこの予算の中で、どのように

募集をかけて、そういう方たちを招き入れ

ていくのか、どういう計画をされているの

かを教えてください。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 募集の周知に

つきましては、足寄町の公式ホームページ

のほうに掲載しております。それのみでご

ざいます、じゃなくて……、あと新聞のほ

うにお願いして新聞に記事を掲載していた

だくことももございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 先ほどＳＮＳとあ

りましたけれども、いろいろなそういうス

キルを持った方がいらっしゃるのであれ

ば、今足寄の中に、もう少しＰＲができる

のではないかと思います。ホームページは

見る人は見るし見ない人は見ないし、足寄

町がもっともっと発信していけば全国か

ら、簡単に言えば集まってくるのではない

かなというふうに思うのですよね。何かそ

ういう案というのはないですか。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、副町長。 

○副町長（丸山晃徳君） 先ほどもふるさ

と納税の関係でもお話しさせていただいた

のですが、これまでの経験とかスキルで、

映像ですとかメディア、テレビ、ラジオの

いろいろ経験を積んだ方もいらっしゃっ

て、今コロナ禍で昨年まで本当に情報交換

というのがなかなかできなかったというと

ころで、できれば地域おこし協力隊、農業

分野もあれば観光分野、あと企画分野です

とか、いろいろな方がいるので、役場の担

当と地域おこしの、足寄町で地域おこし

やっていただく方で集まってもらって、本

当はお酒でも飲んで自由にこれがどうだ、

ああだこうだとかというふうな機会を持て

ればなというふうな思いではございます。

そろそろそういう機会も出てくるのかなと

いうところでありますので、やはりそれぞ

れの部署の困り事ですとか、こういうこと

できたらなというのがやはり小さな一人一

人の考えがあってもそれが結びつかない

と、そして町も理解しないと新たな展開に

結びつかないと思うので、そういうような

機会が５月９日以降にあればいいのではな

いかなというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 新しい兆しという

か、明かりが見えてきたというところで

しょうか。 

 今までのことを考えても、もちろんＳＮ

Ｓやそういう町の発信大変必要なのです

が、一人何かの賞を取った、例えばチーズ

のほうで取りましたとか、いろいろそうい

うのが新聞に載ると、そういうのを聞きつ

けて、人が人を呼ぶという形で何人か入っ

てきていらっしゃるのではないかなと思い

ます。足寄町の中でも地域おこし協力隊を

出て、それぞれ自分で事業を行って、チー

ズだけではなくほかの分野でも賞を取った

り新聞に載っている方もいらっしゃいます

ので、そういう方たちの行いがやっぱり人

を呼んでくるのかなという気もしますの

で、今いらっしゃる方たちも一生懸命町と

してはフォローしていただいて、今いる地

域おこし協力隊の方たちのフォローもしっ

かりしていただいて、新しい人たちを呼び

込んでいくというのが必要なのかなと私は

思います。 

 それで、もう一つなのですけれども、報

酬のところ書いてありますが、会計年度任

用職員報酬１人１７万１,８２１円、その下

に４人で１９万４,０００円、この金額の違

いのことについてお伺いいたします。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、副町長。 
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○副町長（丸山晃徳君） 御存じのとお

り、地域おこし協力隊の財源として特別交

付税が基本的な考えとしては１００％措置

されます。そこで令和４年度につきまして

は、１人当たり上限額が４８０万円まで予

算化したらそれが特別交付税措置される

と。その中で人件費としては３３０万円ま

で措置ができるのですが、その低い額と高

い額との上限については、それなりのスキ

ルがある方を市町村が認めた場合には３３

０万円まで交付税の対象になると。何もス

キルがなくて、とにかくまずやってみたい

という方は最低額の金額で２４０万円かな

……、失礼、ちょっと２、３、４と金額が

変わってまして……、ちょっとすみませ

ん、５０万円ぐらい幅があるのです、スキ

ルの持った方とスキルの持ってない方。交

通の便の悪いところだったらちょっと加算

していいよということで、いずれにしろ上

限額が３３０万円高い方と低い層がありま

して、それはその市町村として、その方が

地域おこし協力隊として足寄町で、それま

での経験などを積んでいる方がそれまでの

経験を生かして働いていただける方だから

ということで、高い額のほうで設定できる

ということで、２段階の幅が、上の層と下

の層があるところでございます。すみませ

ん、説明が悪くて。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。一

応そういうスキルのある方ない方に関し

て、２パターンの報酬を決めているという

ことで理解いたしました。ありがとうござ

います。 

○委員長（高道洋子君） よろしいです

か。 

 企画振興費、ほかに。 

 １０番二川議員。 

○１０番（二川 靖君） 予算書の６７

ページで、説明資料の１２ページですか。

昨年もちょっとお聞きしたのかなというふ

うに思っていますけれども、移住促進事業

の関係で、目的が書いてあります。それ

で、移住を検討する者からの仕事や住まい

等の相談を受ける体制を構築すると。その

中で、移住・定住を促進し、人口減少の抑

制を図るということで、委託料がついてま

す。それで、いろいろな事業をやっている

とはいうふうに思うのですけれども、毎年

毎年こういった金額が出てくるということ

もありますし、昨年度の状況で考えれば、

こういった事業の中でいわゆる人口減少の

抑制やら、定住をした方がいらっしゃるの

か、ちょっとお聞きしたいなと思います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 移住促進事

業、令和５年度の事業費９２８万９,０００

円を計上させていただいておりますが、そ

の主に占める経費につきましては委託料の

移住等サポート業務でございます。 

 こちらにつきましては、びびっどコラボ

レーションのほうに委託をして業務を行っ

ているところでございまして、まだ令和４

年度の実績報告が今後３月末までに出てく

ることになっておりまして、まだ状況につ

いて現在のところ何名かというのは把握し

てございません。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） ３月末までの１

年間の中でまだ実績報告が出ていないとい

うことで、例えばですよ、全くこういった

ことがやられていない、例えばですよ、こ

れ、やってはいるのだろうけれども、とい

う中で、本当予算をつけていくのがどうな

のか、ちょっと疑問に思っているのです。

というのは、全く何もやらないで委託料で

すよというふうになったときにちょっと困

るのかなと、ちょっと極端な話をしていま

すので、やっていることはやっていると思

うのです。だけれども、そういった中で、

この５６６万２,０００円が移住・定住を促
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進するだとか、人口減少に歯止めをかける

ということで、そういった、何というので

すか、ＰＲやらいろいろやっていくという

ことでいけば、やっているのだろうとは思

うのですけれども、実績報告がない中で、

先ほどいろいろなやつで暫定予算ですか

ら、例えば２００万円なり３００万円なり

つけておいて、実績を見てまた上乗せして

いく、多分これで足りるのか足りないのか

というのも考えなければならないと思って

いるのです。 

 いろいろな事業を展開すれば、この５６

０万円で足りない、やっていなければ足り

るという、ちょっと極端な話をしています

けれども、そこら辺ちょっとどういうふう

に捉えているのかお聞かせ願いたいなと思

います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 今回の移住サ

ポート業務等の内容につきましては、主に

五百数十万円の中で半分近くを人件費のウ

エートを占めてございます。 

 そのほか、移住希望者募集への経費だと

か、あるいは主にモニター事業をやってい

ただいておりますけれども、そのモニター

事業の経費だとか、移住体験住宅の管理等

を行っていただいているところでございま

す。 

 当然、例えば今のところ、この委託料を

さらに増額した例はございませんけれど

も、例えば足寄町が大変人気があってモニ

ターにいらっしゃる方が、予算を見た以上

の方が例えばいらっしゃるということにな

れば、当然委託料についても額については

検討していかざるを得ないということはも

ちろんあろうかと思います。あと、実績報

告はこれからですが、例えば事業を行って

いないということは絶対にないと思います

ので、その辺はびびっどコラボレーション

さんを信じて事業を委託しているというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 総務課長、分か

りました。信じるとか信じないかという話

をしているわけではないのです。というの

は、一生懸命やっているのは分かっている

のです。そういった中で、例えばさっきの

進藤議員のほうの地域おこし協力隊の関係

だとか、あと新規就農の関係だとかいろい

ろあるのだろうというふうに思っているの

です。そういった中で、これが５００万円

がいいのか、１,０００万円がいいのか、１

００万円がいいのかという話ではなくて、

そういったことで実績を積んでいっていた

だければ人が増えるということで考えれば

うれしいことだなという思いがあって、で

は本当にこれで足りるのか足りないのか、

先ほど言われたように半分は人件費でモニ

ター料だとか、管理経費だとかいろいろか

かっているというのは、それは分かりま

す。そういったことで、そのうちに実績報

告が上がってくるのかなというふうに思っ

てますけれども、今までは増額もしたこと

ない、減額もしたことないということであ

りますので、ちょっと今後以降、その実績

報告があった段階でちょっとその実績報告

を頂ければ、これで本当に足りるのか足り

ないのかだとか、いろいろ考えていくとこ

ろがあるのかなというふうに思います。減

らすとか減らさないではないですよ。

ちょっとどんな活動をしていて、どのくら

いが、いわゆるモニターとして議論をして

いるのかだとか、多分先ほど言った地域お

こし協力隊の動画を撮影する方もここを

頼ってきているはずなのですよね。そう

いった経過が全く分からないので、ちょっ

とどういったことをやっているのかと、

ちょっとお知らせ願えれば。多分駄目だと

言われたら駄目なのでしょうけれども、そ

ういうことでちょっと考えていただきたい

なと思います。 

 以上です。 
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○委員長（高道洋子君） 答弁はいいです

か。 

○１０番（二川 靖君） 答弁というか、

何かちょっと一言お聞きしたいなと思いま

す。すみません。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 今のお話でござい

ますけれども、確かに令和４年度は実績が

まだ出てきてないということですから、今

までにも実績はずっと出てきているわけ

で、３年、２年だとかということですね。

それで、既にいろいろな実績は来て、出て

いるということで、やっているやっていな

いだとかではなくて、これはもうやってい

るのは間違いないです。なので、それに応

じてやっぱり今までの実績も含めて、積算

資料なども含めてやってきた中でのこの金

額ということでありますので、そこは御理

解いただきたいなというふうに思っていま

す。 

 実績として、やはり最近コロナがあって

なかなか東京のほう行ったりだとかして、

何というのですかね、そういうフェアだと

かそういったところに、移住フェアだとか

そういったところに出たりだとかというの

はなかなかできないという状況はあります

けれども、それとか、モニターツアーだと

かということで東京のほうから来ていただ

いて、足寄を見ていただく、足寄のいろい

ろなところを、いいところを見ていただい

たりとか、それからいろいろな職場があり

ますよというお話を見ていただく、そう

いったこともなかなかやりづらい状況に

なっているというのは事実であります。 

 しかしながら、そういった中でも、移住

相談だとか、そういったものはやっていま

して、ホームページだとかそういったとこ

ろでいろいろな発信をしていることによっ

て、足寄に来るときにびびっどコラボレー

ションの存在というのは非常に大きくて、

そこに相談に来るという方が多いというの

は、これまた事実であります。先日も３月

に入ってからトータルすると３人ぐらいで

すかね、足寄に移住したいという方が来た

のでということで、役場にも連れてきてい

ただいて、私のところだとか、それから副

町長のところだと来ていただいて、御挨拶

などもさせていただきました。 

 そういう人たちはやはり来ていただいて

いろいろなところを見ていただく、そして

やっぱりいろいろな相談にも乗っていただ

く、やっぱりびびっどコラボレーションが

ないとなかなかそういうことができなかっ

たですと、来られた方が言っているのは、

こうやって足寄がいいなと思って、移住し

たいなと思っているのは、やはりびびっど

コラボレーションで、そこでいろいろな話

を聞けたりだとか相談にも乗っていただい

ただとか、そういったことがやっぱり一番

大きいですという話もされていました。そ

れはその２人の方ですけれどもね。多分そ

ういう方がほとんど多いのではないのかな

というように思っています。やはり、ただ

来て見ただけではなかなか分からない。い

ろいろな相談もしながら、足寄のよさとい

うのを知っていただくというところだとい

うように思います。そういうのは、役場で

役場の職員がやればいいのかもしれないの

ですけれども、なかなか役場の職員がそこ

まで、一人一人来た人たちを丁寧にいろい

ろなところを見せに連れていったりだと

か、それから一つ一つ細かい相談も含めて

親身になった相談ができるかというと、な

かなか役場の職員ではできないという状況

でありますので、そういったことも含め

て、びびっどコラボレーションだとかそう

いったところにお願いをしてやっていると

いうのが実態であります。 

 そういったところを御理解いただいて、

金額はそういう５９０万円でしたか、ぐら

いの金額になっているということでありま

すので、それは御理解いただければなとい

うように思っているところであります。 

 以上でございます。 
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○委員長（高道洋子君） よろしいです

か。 

 ほかに、企画振興費ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） なければ、ここ

で１５分間の休憩を取りたいと思います。 

 １１時１５分まで休憩とします。 

午前１０時５８分 休憩 

午前１１時１３分 再開 

○委員長（高道洋子君） 時間はちょっと

早いのですけれども、全員おそろいですの

で、よろしいでしょうか。 

 休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 

 皆さん、７２ページをお開きください。 

 １５目行政情報管理費、ないですか。 

 ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） ７４ページ、クラ

ウドシステム使用料６,３００万円、これ大

体どういうような形で、ちょっと詳しく説

明をお願いしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） クラウドシス

テム使用料につきましては、こちらにつき

ましては北海道自治体クラウド総合サービ

スのシステム使用料でございまして、５年

の契約をしているものでございます。 

 こちらの費用の内訳につきましては、初

期導入のサービス料プラス、クラウドの業

務の提供のサービス料が主なものでござい

ます。 

 こちらにつきましては、６,３４０万円の

内訳なのですが、クラウドサービスにつき

ましては約６,２４０万円、そのほかこちら

のクラウドのシステムの使用料には人事給

与の関係で約８０万円、あと起債管理のク

ラウドについては約２１万円という内訳に

なってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） ５年間の使用料と

いうと年間、今後年間で払う金額は別途出

てくるということですか。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） ちょっと今の

お答えが適当でなかったのですが、これは

１年間の、今回の計上している使用料につ

きましては、６,３４０万４,０００円は令

和５年度１年の予算でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） すみません。５年

間ということは、これ５年間この金額を払

い続けるという認識でいいということでい

いのですか。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） そのとおりで

ございます。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 分かりました。し

ようがない金額なのでしょうね。 

 クラウドに関しては、データとかいろい

ろクラウドを使ってそこにデータをためて

おくとかいう作業だと思うのですけれど

も、今後というかな、足寄町のＩＴ化とい

うか、例えばペーパーレス化だとかという

ところの作業というのは今後どのように進

んでいくのか、今現状どのようになってい

るのか、まずちょっとお伺いしてみたいな

と思います。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 髙橋議員おっ

しゃるとおり、今後ＩＣＴ化、足寄町含め

て町民含めてＩＣＴ化の流れというかは、

国もデジタル庁が発足して、国も大変力を

入れておりますので、喫緊の課題ではない

かと思っておるところでございます。 

 今後、足寄町におきましても早急に取組

を進めていかなければならない事項でござ

いますので、副町長も課長等の会議で副町

長からも指示がございまして、何とか令和
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５年度以降、例えば総務課情報管理担当お

りますけれども、総務課独自にやるのでは

なくて、全庁的に各課で今後のＩＣＴ化に

ついて、議会事務局もそうですけれども、

今後早急な検討を進めて、令和５年度から

検討を進めていく予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 検討を進めていく

ということは、今現状で進んでいることと

いうのは何かありますか。簡単に言った

ら、ＬＩＮＥを使って今町民にいろいろな

情報を流しているというところの取っかか

りがコロナのワクチンの接種だとか、いろ

いろああいうのが出てきたと思うのですけ

れども、今後このあたりというのはどのよ

うに進んでいくのか。町民に情報発信とい

うところはＬＩＮＥをメインにしていくの

か、もしくは違うフェイスブックだとか、

そういうところで進んでいくのか、多分い

ろいろ検討されていると思うのですけれど

も、その辺のあたりを詳しくというのは今

ございますか。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） ＳＮＳの活用

については、本町におきましてはＬＩＮ

Ｅ、ツイッター、フェイスブックを一応全

て行っているところでございまして、ただ

それをうまく活用しているのかといったら

クエスチョンなところが正直ございまし

て、今までＬＩＮＥにつきましては、以前

髙橋議員からもあったと思うのですけれど

も、貴重な、１,５００から２,０００ぐら

いの方が足寄町のＬＩＮＥ登録してござい

ますので貴重な資源でありますので、今ま

ではコロナのワクチン接種の受付業務だけ

ほぼ使っていたところでございますけれど

も、最近はさらにいろいろなマイナンバー

カードの受付やっていますよとか、極力発

信をしていく予定でございまして、今後、

今回予算７５ページに載ってございますけ

れども、ＬＩＮＥスマートシティプログラ

ム使用料１３２万円計上させていただいて

いるところでございまして、今後令和５年

４月以降はさらに足寄町の情報発信にＬＩ

ＮＥを、主にＬＩＮＥではございますけれ

ども、ＬＩＮＥのほうを活用して、町民の

皆様以外に町外の方も登録されている方は

おりますけれども、情報発信をしていく予

定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 分かりました。そ

の辺はどんどん進めていっていただければ

なというふうに思います。 

 あと、庁舎内というかな、のペーパーレ

ス化というのはある程度考えは持たれてい

るのですか。その方向で進んでいこうとし

ているのか、その辺はどういうようなお考

えを持ちながら今検討されているのか、お

伺いいたします。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 当然議会の資

料等もそうですけれども、現在は庁舎内等

につきましても紙ベースになってございま

す。当然紙をなくすということは多分、多

分と言ったらあれですけれども、不可能だ

とは正直思います。それであと、ペーパー

レス化については決裁等につきましては電

子決裁という方法等もございますけれど

も、なかなか、大きな市では電子決裁等に

よってペーパーレス化しているところもご

ざいますけれども、その辺につきまして

も、令和５年度以降に実際にどの範囲で

ペーパーレス化が可能なのかということも

含めて、庁舎内全体で検討してまいりたい

と考えているところでございます。 

○委員長（高道洋子君） よろしいです

か。 

 行政情報管理費、ほかにありませんか。 

 進藤委員。 

○３番（進藤晴子君） 今の関連で質問さ
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せていただきます。 

 ここでちょっと適切かどうか分からない

のですけれども、今ＩＣＴ化、デジタル化

を進めている現状の中で、町民サービスの

点についてからちょっとお伺いいたしま

す。 

 例えば他町でやっている住民票やそうい

うものを役場で書かないで申請できると

か、あとたしかコンビニなどで住民票とか

取る、たしかそういうのも考えているとい

うようなお話を聞いたこともあるのです

が、その辺どうなっているのか。コンビニ

でそういう書類が取れるようになるのかど

うか、足寄町は。お伺いします。 

○委員長（高道洋子君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。 

 北見市の窓口とか、窓口ってもうないの

ですが、そういうような書かないでも１か

所でも手続が済むというところも、私ども

もそういうところをこれから視察等をし

て、足寄町で取り入れることができない

か、足寄に当てはまる需要とそれを提供で

きるような環境づくりが必要かというとこ

ろをこれからしっかりと考えていかなけれ

ばいけないなと考えています。 

 住民票のコンビニでの発行のサービスに

つきましては、数年前はすごい新たな仕組

みでかなり何百万円も投資して、月額の保

守管理委託も数十万円かかるということ

で、これはまだまだ足寄町ではそれほど住

民票のニーズがあるのかとか、コンビニと

いっても役場とコンビニといったら２キロ

ぐらいの違いなのかというような部分も

あって、それに何百万円もかけるのはどう

なのかなというところが数年前ございまし

た。今新たな国の仕組みで住民票の提供

サービスというのが、税金がどこでも納め

られるような仕組みと同じように、ネット

ワークがつながってきて、かなり経費も安

くなるような話も聞いていますので、とは

いえ、例えばどこに、では置くのかという

ところで、本当にあってよかったなという

ふうに思っていただけるだけの投資効果が

あるかということも含めて、きちんと計算

しなくてはいけないと思います。 

 ちょっと話が変わりますけれども、今回

ＱＲコードで税金ですとか、上下水道です

とか、町の利用料、使用料がコンビニで納

付できるような形を４月から取らさせてい

ただきます。コンビニでもできますし、Ｐ

ａｙＰａｙとかＬＩＮＥ Ｐａｙとかをス

マホで決済できる方にあっては、納付書が

来たらそれを家でＱＲコード読んでいただ

ければ、そこで決済できてしまうというこ

とで、家でも納入が完結するというような

仕組みとかも少しずつ足寄町としても進め

ておりますので、そういうところも、そう

いうのをどんどん広げていくと。あとマイ

ナンバーカードでいろいろな児童手当の仕

組みですとか、子育て支援のいろいろな

サービスがどんどんどんどん国のほうでも

どんどんやっていくよという話になってい

ますので、それらについても足寄町乗り遅

れないように進めていかなければいけない

なという意識でこれから進めていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。 

 もう４月から始まるということですね、

ＱＲコード。もうそれは広報というかされ

ていますか、町民に対して。 

○委員長（高道洋子君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 今度の４月の広

報からで原稿を用意しているというふうに

お話聞いています。まだ納付書がお手元に

行ってないので、それにタイミングがあっ

てやらなくてはいけないと思っています。

なので、町としましてはできれば定期的に

納めていただくものは、可能であれば口座

振替で間違いなく手間も取らずに月々口座

から残高があれば引き落とせるという形に

なりますので、金額が随時で発布されるよ
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うな納付書でしたらそのＱＲコードでも結

構なのですけれども、定期的なものは町の

立場から言いますと、できれば口座振替の

ほうを推奨しているというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） どんどん進めて

いっていただいて、定期的に引かれるもの

は口座振替が一番いいかと思いますが、足

寄町は転勤族が結構いらっしゃいます。通

帳ばかり増えていってというようなことも

奥さん方から聞いておりますので、確かに

ＱＲコードは使えるかなというふうに思い

ます。 

 あとは足寄町の町民がより使いやすいよ

うに、デジタルのほうを進めていっていた

だきたいなと思います。ありがとうござい

ます。 

○委員長（高道洋子君） 答弁よろしいで

すね。 

 ほかに、行政情報管理費ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） 次、１６目職員

住宅費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １７目あしょろ

銀河ホール２１管理費。 

 進藤委員。 

○３番（進藤晴子君） ７７ページです

ね、予算書の。ここの下の委託料のところ

で、ホール舞台吊物機構保守管理業務、こ

れは去年の予算書ちょっと見ますと入って

おりません。この内容を説明してくださ

い。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） こちらの委託

料につきましては、３年置きに委託をして

いるものでございまして、令和５年度は３

年目の年度になるということでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） ３年置きという

と、３年で２６万４,０００円ということで

すか、ということに受け止めてよろしいで

すか。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） ３年ごとにや

るということでございますので、３年分で

はなくて例えば今回ですと令和５年度の委

託ということでございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） なぜこれをちょっ

と聞くのかといいますと、もう５年ぐらい

前でしょうか、あそこで音楽教室の、足寄

町でやっている音楽教室のピアノの発表会

がありました。そのときに私もそちらに

行っていて、舞台のほうの準備とかしてい

たのですけれども、行きました。そうした

ら電気がつかないと、切れてますというこ

とで、これは誰が管理しているのという話

になったときに、よく分からないと。たま

たま父兄に電気関係のお父様がいらっ

しゃったので、道具を持ってきてもらっ

て、付け替えていただいてという、そうい

うことがありました。年に１回の発表会を

やる教室は結構多いので、あそこを使うと

いうときに行ったら使えなかったとか、

ちょっと不具合があったとか、あと音の反

響板であるとか、上にいろいろなものが

なってますので、その辺の管理をしている

のは誰なのだろうとずっと私は思っていた

のです。で、開けてみたら、吊物というの

はそういうことかと思いまして、そのよう

に考えてよろしいですか。ライトとか反響

板とか、上にぶら下がっているもの全部３

年に一度チェックをするということでしょ

うか。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 照明等はこの
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業務の中には入ってございませんで、上か

ら上下に動くものということでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君）  すみません、

ちょっとしつこくて。上から上下に動くも

のというと、具体的にどういうものを指し

ますか。 

○委員長（高道洋子君） 総務課長、答

弁。 

○総務課長（松野 孝君） 上下するもの

につきましては、スクリーンだとか、幕等

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。と

いうことは、３年に１回点検をするという

ことでよろしいですね。分かりました。あ

りがとうございます。 

○委員長（高道洋子君） あしょろ銀河

ホール２１管理費、ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １８目新エネル

ギー対策費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １９目国民保護

対策費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ２０目銀河線跡

地整備費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ２１目情報化推

進費。 

 １１番。 

○１１番（木村明雄君） 情報化推進費、

７８ページ、説明資料では１５ページ。 

 この事業、無線共聴施設送受信機更新事

業についてお伺いをいたします。 

 地上波テレビ放送は２０１１年、平成２

３年７月２４日アナログ放送から地上デジ

タル放送に完全移行いたしました。あれか

ら１１年が経過しましたが、この稲牛地

域、この施設は地上デジタル放送に移行さ

れる１年前に工事が完成して施行されてお

ります。それで１２年が経過していると考

えますが、これについてまずは具体的な説

明をお願いいたします。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 木村議員が具

体的にと申されましたが、予算説明資料の

とおり、今回の予算の計上につきまして

は、稲牛地区の共聴施設については平成２

２年に整備してございます。そのうち既に

耐用年数を経過しているということで、２

２年度に整備した稲牛地区のギャップフィ

ラーの送信機３台を更新をしようとするも

のでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） 私も地域のテレ

ビ組合のそんな関係で、毎年一度は帯広の

ＮＨＫ放送局へ出向き、そして受信技術の

担当者といろいろなお話をすることがあり

ます。それぞれの機器に当たり外れはあ

る、そんなようですが、海沿いの沿岸地域

では塩害の影響もあって１０年ほどだと。

そしてまた、内陸の地域、この辺ですよ

ね、この辺なら１５年から２０年はもつの

ではないかということを聞いております。 

 稲牛地域の施設は大きな鉄塔アンテナが

３基建っているわけでありますが、これに

ついてテレビ地上波、そして受信施設、こ

れとそれから携帯電話送受信施設、これ２

社入っていたと思うわけなのですが、これ

についてはどういうことになっているの

か、ちょっとその辺もお伺いをいたしま

す。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、副町長。 

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。 

 まず稲牛地区のテレビのミニ送信局、



― 20 ― 

ギャップフィラーにつきましては、当時北

海道総合通信局からこちらが携帯電話のエ

リアとしてまだ整備されてないので、もし

町が施設を整備するのであればソフトバン

クさんがそこにネットワークにつなげてい

ただけるよということで、その当時非常に

高率な補助、また起債の制度がございまし

たので、町が３つの稲牛の中、北、南と３

局整備しました。この基地局につきまして

は、町で整備しましたけれども、その後の

運営につきましては完全にソフトバンクが

整備をしまして、新たな４Ｇとか電波が変

わるたびには町は特に関わることもなく、

携帯電話のソフトバンクさんが独立して整

備運営をしているところでございます。 

 その基地局があることから、稲牛地区は

もともとアナログ放送の難視地区というこ

とで、足寄の電波が届かないというところ

で、それまでは過去のアナログの衛星で見

ている方ですとか、それぞれの農家の方が

自分でどうにか非常にクリアでない画面の

放送を見ていたということで、地デジに変

わるときにこれも北海道総合通信局から今

回、今回というか、携帯電話の基地局とし

てその鉄塔にテレビの送信機器を上げたら

どうだという提案を頂きまして、これは町

で整備したものでございます。 

 受信地区は中足寄で、中足寄から携帯の

光ケーブルでテレビのデータを稲牛に送っ

て、３地区で送信するということで、これ

は携帯とは違って町が管理をして保守もし

ているというところでございまして、もう

１０年過ぎてアンプ、送信の機器がかなり

老朽していつ壊れてもおかしくないと言わ

れていますので、テレビについてはもう本

当にライフラインというか、もうなくては

ならないものでございますので、何かあっ

てテレビが映らない状況になる前に交換し

なければいけないということで、これは町

の責務として更新をするものでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） ということは、

テレビの送受信機については今のところは

まだ壊れてはいないのだと。しかしなが

ら、耐用年数がもうそろそろ来たというこ

とで替えるということなのですね。分かり

ました。そうですよね。 

 それから、あとは携帯電話、この送受

信、これについては町は関係ないのかどう

なのか。これからもだんだんと時代も変

わっていって、４Ｇから５Ｇになってきて

いるということの中で、ちょっとしたら替

えるのかなという、そんな気がしたわけな

のですけれども、その辺についてもちょっ

とお伺いをしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、副町長。 

○副町長（丸山晃徳君） 町が、先ほども

申しましたけれども、町が補助金や起債で

整備をしましたが、その後の運営に関して

はもう完全にそれぞれのキャリアのとこ

ろ、稲牛でいえばソフトバンクさんが、ソ

フトバンクさんの整備計画にのっとって進

めているということで、今でしたら４Ｇに

なって、いずれ５Ｇになることも、それは

ソフトバンクが考えることということにな

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） 分かりました。 

 そのほか、そうすると、近年テレビ送受

信機について、新設したところ、または新

設というか更新計画があるところがあるの

かどうなのか、その辺もちょっとお伺いを

したいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 今携帯のエリア

ですか、携帯につきましては、ほぼ住まい

があるところはこれまでドコモですとかソ

フトバンクですとかａｕに要望しまして、

つい最近の近いものでいえば、おととしに

ソフトバンクさんは光ケーブルを整備しな

くても鉄塔を建てれば衛星のパラボラアン
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テナを衛星に向ければいいので、ネット

ワークが衛星でネットワークがあればいい

ので、光ケーブルのアプローチ回線という

のが不要なので、スポットで整備をできる

ということで、経費がかなり安くなるとい

うことで、町がこの地域は携帯のエリアで

はないのですというふうにお願いしたとこ

ろ、２年前に整備をしていただきまして、

今残っているところでお願いしているとこ

ろは、オンネトーのキャンプ場のところで

ございまして、このところはまだ完全に整

備計画ができたところではないのですけれ

ども、近いうちに整備が可能になるのでは

ないかというお話を聞いています。 

 ほぼ今人が住んでいるところはほぼ１０

０％携帯が、いずれかの会社のネットワー

クがつながるようなところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） 大体分かりまし

た。 

 これから先に向けて、やはり今まではや

はりケーブルで、線を引っ張って、そして

テレビを見るという形に進んでいっていた

わけなのだけれども、これから先に向けて

はワイヤレスというのかな、ギャップフィ

ラー、これで進めるということを考えてい

るということだそうなのですけれども、こ

れについて、これから先、テレビについて

はもう既に足寄町全体に見れるようになっ

たのか。その辺についてもちょっとお伺い

をしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、副町長。 

○副町長（丸山晃徳君） 地デジ化のとき

に全ての世帯が見れるようにということで

有線で光ケーブルを町で独自に国の補助を

使って配備したり、無線でやったりして、

全ての御家庭が地デジを見れるような形で

やっております。 

 新たに、今まで人が住んでないところに

住まわれたら、そのときにはそこに光ケー

ブルがなかったり、電波が届かなかったり

するということで、その場合にはその状況

に応じて町が可能な支援をするような仕組

みになっています。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） 今テレビのこと

で、テレビの電波が足寄町隅々まで届いて

いるのかということをお聞きしたわけなの

です。 

 その次に、今度は携帯電話、これについ

てはどうなのか、この辺についてもちょっ

とお伺いをしておきたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 先ほど言いまし

たから、全て大丈夫だということです。 

 いいですか、木村議員。 

○１１番（木村明雄君） はい。 

○委員長（高道洋子君） 次、情報化推進

費はほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） それでは、８０

ページへ行きます。 

 第２項徴税費の１目税務総務費、質疑は

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ２目賦課徴収

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ３目固定資産評

価審査委員会費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ８４ページへ

行ってください。 

 第３項１目戸籍住民基本台帳費、質疑は

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ８６ページ、第

４項選挙費の１目選挙管理委員会費、質疑

はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ２目北海道知事

北海道議会議員選挙費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（高道洋子君） ３目町長町議会

議員選挙費。 

 井脇委員。 

○１２番（井脇昌美君） 今回も、前にも

私これで３回目の質疑のような記憶をして

いるのですけれども、投票所が１９あった

のが今町内では１３か所に設置されている

と。これは参議院も含めての知事選も含め

てのあれで、今は私どこで質疑させていた

だければいいか、ちょっと迷ったのですけ

れども、選挙としての投票所の関係と投票

の要領のことで質疑させていただきたいの

ですけれども。 

 私は過去にもこの投票所を言わば合理化

したときに逆行していると、とんでもな

い、逆行したことは経費の節減と人力の節

約だという答弁だったのですけれども、私

はとんでもない、特にこの昨今、高齢化高

齢化という中で、住民のやっぱり重い、こ

れ権利ですからら選挙というのは、それを

どう捉えているのかなと。特にちょっと最

近回覧で配布されているのですけれども、

郵便と期日前投票だとか不在者投票もきち

んとできますよということで公告出されて

いますけれども、郵便等による不在者投票

というのも記載されておりました。身体に

重度の障害のある方、それと同時に郵便等

による不在者投票ができるという、この場

合はあらかじめ、あらかじめですよ、選挙

管理委員会から輸送等の証明書の交付を受

けておく必要があると。特に町議選は告示

からもう５日しかないわけですから、そし

て昨今の郵政局の民営化された中のスムー

ズな集配がなされていますか。それをちゃ

んとやっぱり、ただ活字で上手にうまいこ

とをつるつるつるつるあれでなくて、そう

いうことが僕はとんでもないことが起きる

ような気がしますよ。 

 それで、ちょっと一例として、この郵便

等による、昨今であれば参議院の選挙やら

れたと思うのですけれども、当町で郵便等

による不在者投票された方、何名おられま

すか。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 直近の選挙でございましたら、令和４年

７月１０日執行の参議院選挙でございます

けれども、このときには郵便投票された方

はおりませんでした。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） １２番。 

○１２番（井脇昌美君） 恐らく郵便投

票、これは文字では活字ではこううたって

いますけれども、現実には私大変だと思い

ます。恐らくゼロということは私は棄権さ

れた、これは推測ですよ、棄権されたと思

います。行きたいのだけれども、今でも

やっぱり山に行ったら、行きたいのだけれ

ども行けないのだと。ちょっと不便なとこ

ろなのですけれども、それでもやっぱり大

きな権利ですから、私はこれ３回目なので

すけれども、非常に上手な答弁とただ聞き

流しているという傾向だから、私今回また

させていただいているのですけれども、何

をまた結論として言いたいかということ

は、期日前の投票に併せて他町でも実行さ

れていますけれども、移動の投票箱という

ことはやはり実施されているところあるの

ですけれども、その辺のお考えはどうです

か。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、総務課

長。 

○総務課長（松野 孝君） 副議長、今回

で３回目の御質問ということをお聞きしま

したけれども、２回目につきましては私が

総務課長になってから令和、４年前に御質

問を頂いているところでございます。 

 そのときに私、ひょっとしたら今回も御

質問されるかなと思って、４年前の議事録

を確認をさせていただいたところでござい

ます。私につきましても、今回そのときに

は調査研究をさせていただくということで
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御答弁させていただいたところでございま

すが、確かに最近新聞紙上でも、どこでし

たか、士幌町が特にお宅までお邪魔して投

票を、今回の統一地方選で行うという記事

もございました。なかなか私どもも、例え

ば障害をお持ちの方だとか、どうしても交

通弱者の方、あるいは免許を返納されて本

当に運転していけないとかの場合も当然ご

ざいますので、移動投票所としてタクシー

を使ったり、あるいは１０人乗りのワゴン

車等を使って移動投票所で、例えば士幌町

のようにお宅までお邪魔することができる

かどうかは分かりませんが、少なくてもそ

のようなことも一つの方法ではないかと、

副議長おっしゃるとおり、私もそのように

思っているところでございます。 

 ただ実際に行うとなりますと、なかなか

当然一つの、例えば車の中で公用車を使っ

て移動投票所をつくったといたしまして

も、投票管理者、あと事務従事者含めて職

員が３名必要でございます。それと、投票

立会人の方も２名必要になろうかと思いま

す。そうなると、なかなか足寄町の人員も

なかなか少ない状況で行っておりますの

で、なかなか難しい状況にはあって、私個

人的にはやりたいなというふうに当時４年

前にも思っていて、担当にもお話をさせて

いただいた経緯もございます。ただ、正直

なところなかなか、ほかの全道も数町村し

かやってございませんので、なかなか踏み

込めないという点もあろうかと思います

が、ほかの市町村もですね。どうにかでき

ないか、あるいは先ほどちょっと申しまし

たとおり、タクシーを使うとか、その辺さ

らに検討をさせていただきまして、できな

いのならなぜできないのかというのも、ま

た新たにお答えさせていただきたいと考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） １２番。 

○１２番（井脇昌美君） 分かりました。 

 ただ、総務課長からもただということで

今補足した説明はあったのですけれども、

立会人も必要だと、それから職員の方もそ

こで当然今３名とお話しされましたけれど

も、例えば士幌町の状況も私参考にお聞き

すべきだと思うのですよ。それで可能だか

らできるわけですから、本当に重い重いこ

の権利を軽く僕は扱ってほしくないなと。

そのようにして、私はちょっと課長からも

ちらっとおっしゃったのですけれども、今

免許が高齢でもう、病気の方もおられます

けれども、返納する時代に入ったわけです

から、たしかこれ１９か所あったような記

憶するのですけれども、これを６か所あれ

したということは、やっぱりそのときとも

う全然状況がもう一変してますから、十年

一昔というのにもう２０年も近くも前にこ

れあれした中で、私は今でも記憶してい

る、今総務課長２回目というけれども、そ

の前でもやっているのです。ただなぜやっ

ているかといったら、改善されてないから

しつこいようだけれどもやっているのです

よ。改善されたり少しでも、こうやって

やっぱり少しでも住民の目線になってくれ

たら私は何もしないですよ。全く上手な答

弁と実際本当に協議されているのか、して

いるとは思うのですけれども、その辺がし

つこくやっぱり訴えていかないと駄目だな

と、そう思っているからこのように３回

目、たしか３回目、ひょっとしたら４回目

かもしれませんけれどもしつこくやってい

るのです。重要なことですから、ひとつ今

後士幌町、近くの町村ですから、そこで実

行しているというのはどのような方法でや

られているのか、それもちょっと時間かけ

てでもいいですから、参考にしてすぐ何と

か実行してあげてくれればいいなと、そう

思っているところでございます。 

 委員長、答弁いいですから、そういうこ

とでしっかりと協議の、重要協議としてお

願いしますということで。 

○委員長（高道洋子君） 答弁は要らない

ということで、よろしくお願いします。 
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 町議会議員選挙費、ほかにありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ９０ページ行き

ます。 

 第５項統計調査費の１目統計調査総務

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ２目商工統計調

査費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） 第６項１目監査

委員費、いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君）  それでは、

ちょっと５分ほど早いのですけれども、お

昼には早いのですけれども、ここで休憩に

したいと思います。昼食のため休憩をいた

します。 

 再開は１時でございます。 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○委員長（高道洋子君） 休憩を閉じ、委

員会を再開いたします。 

 ９２ページをお開きください。 

 第３款民生費に入ります。 

 第１項社会福祉費の１目社会福祉総務

費、質疑はありませんか。 

 １２番。 

○１２番（井脇昌美君） 私これもまた先

ほどの質疑ではないですけれども、３回か

そこら過去に記憶しているのですけれど

も、これも全く改善見えてこないから、こ

ちらからこういうような方法どうですかと

示したはずなのです。それがどうなってい

るのかなということで、再度また今年も質

疑させていただきますけれども、民生委員

の活動ですね。 

 これは当然十勝振興局が、昔でいう支庁

が管理しているというか、そこが窓口に

なっているのは分かっているのですけれど

も、人選は当町でやっているわけですか

ら、支庁がたまたま再任はしたりしていま

すけれども、足寄からこういう人ですとい

うことは人選はちゃんと流しているわけで

すから、当町に責任があるのですけれど

も、あると思うのですけれども、去年の秋

だったですけれども、今年どうですかと

いったら全然回ってこないというのです。

私はたしかそのとき、ここに民生委員さん

も、いや、全員の人ではないですよ、もち

ろんのこと。一生懸命やっておられる方は

多いと思うのですけれども、ごく一部なの

だと思うのですけれども、そのときも同じ

地域の人で山村地区の人だけれども、全然

回ってこないよと。私は、そのときに示し

たのは、本町で例えば月でも、二月に１回

でもいいから行動記録というのをちょっと

上手に示してもらったらどうですかと、ど

こどこの家が行ってきましたけれども不在

だったとか、どこどこ行ったけれどもこう

いう悩みがあったとか、問題なかったと

か、そういうので私は毎日行けということ

ではないわけですから、民生委員さんの仕

事だと思うのです。回ってこないと言って

います。たまたまその人が何か用足しに

行ったときに民生委員さんの人が行ったの

かしれませんよ、それは。入れ違いになっ

たのかもしれないけれども、あまりにも私

はその辺が支庁が窓口だからといって、

ちょっと私は、昨今は二月ぐらい前ですか

ね、我々の自治会のほうでちょっと不幸

あったというか亡くなっている、住所は違

いますけれども、新聞の配達員の人がそれ

発見したのですから。だからといって民生

委員の責任ではないのですが、それは急に

亡くなったわけですから。でも、やっぱり

偶然にも今は新聞配達員さんだとか、それ

から宅配の人、その人らがいろいろな上司

から不審なところ、そういう物騒な時代だ

から何かあったらついででいいから報告し

てやってくれよなと、そういう民間でも

やっているのですよ。本町が成り手がいな

いからということも前回質疑のときにお
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話、それは実態だと思うのですけれども、

では名前だけでも貸してくださいやと私そ

ういう傾向があるのではないかなと思うの

ですよ。費用は国から出されるから、ここ

は当町からあれしてないからいいというか

もしれないけれども、私はそんなものでな

いと思うのですよ。去年も同じく同じ人で

す。名前出せといったら出しますけれど

も、それ出すと地域から選抜されて人選さ

れている人ですから、名指しになってしま

うから控えますけれども、やっぱり僕はも

うちょっときめ細かな町が一緒になって、

できないのだったらできないのか、できな

いのだったらできる方法をしっかりと、特

に先ほどの件ではないですけれども、老齢

化してしまってやっとこつえついて歩いて

いる人らがいて、毎日はもちろん見れない

です。でも一月に一遍、二月に一遍でもい

いから民生委員さんがそこへ訪問して、万

が一行けなかったら、私は電話でもいいと

思うのです、万が一ですよ。自分だって生

活しているわけですから。電話もなかった

のといったら、いや、ないですよと。私は

それ町がもう少し放置し過ぎの傾向あるの

でなかろうかと思うのですけれども、その

辺どういう過程で今まで民生委員さんをお

願いしていましたか、足寄町としてちょっ

と答弁をお願いします。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、福祉課

長。 

○福祉課長（保多紀江君） 民生委員さん

の選任の関係ですけれども、３年に１回改

選期になりまして、令和４年に改選があり

ました。改選の場合には、まず継続して

やっていただける方にはそのままお願いし

ておりますけれども、継続が不可能な方に

つきましては自治会ですとか地域の方に適

正なというか、何というのでしょうかね、

そういう方がいらっしゃらないかというこ

とで、適任な方がいらっしゃらないかとい

うことで、いろいろ御相談をして地域から

推薦を、推薦というか、正確な方法ではな

いですけれども、文書をもってではないで

すけれども、この方がいいのではないかと

いうようなことで推薦を頂いた方に、こち

らのほうから御依頼といいますか、意向を

確認してお願いをしているという方法を

取っております。 

○委員長（高道洋子君） １２番。 

○１２番（井脇昌美君） 私は人選が誤っ

ているというのではないのですよ。人選さ

れてそこの中で本当にいろいろな調査の中

で振興局も人選されているわけですから。

そして本人の了解も得て、本人が了解しな

いものはしてないはずですから。私が言う

のは、その間に、民生委員さんも大変なの

ですから、でも全員の人を対象に言ってい

るのではないですからね。私は方法、上手

な方法で２か月か３か月に１回でもいいか

ら、民生委員さんの行動記録というのを

ちょっとお示ししていただけますかねと。

そしてどこどこ様のあれが誰々のおばあ

ちゃんが、おじいちゃんがけがしたから

ちょっと病院通いしているだとか、そうい

う記録が今も民生委員さんのお仕事にも、

私は大いに重点的な、あそこ行って経過ど

うかなと、そんな細かなことが一つ一つが

私、民生委員さんの仕事だと思うのです、

医者でないですから。あまりにも放置して

いるのが、町がずぼらとは言わないけれど

も放置しているから、みんな全員が、誤解

しないでくださいよ、全員の、ごく１人か

２人だと思いますよ、数二十何人の中で。

だけれども、それは上手にやっぱり町で

リードしていってあげないと、あなた回っ

てないですねとか聞いたら、そういうやっ

ぱり人選している以上はそういう失礼なこ

とも言えない、いろいろな民生委員さんも

事情があるわけですから。 

 町がその辺を上手に、忙しいでしょうけ

れども３か月か４か月に１回、その地域と

して何か記録とか行動などもお示ししてい

ただくと、こっちも福祉課のほうも参考に

なるのですと、そういうふうな話の持って
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いき方できないですか。人選のことを課長

言ったのですけれども、私は人選のこと

を、人選に誤りがあるということは言って

ないのですよ。分かりますか。ちょっと答

弁をお願いします。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、福祉課

長。 

○福祉課長（保多紀江君） 民生委員さん

につきましては、活動していただいたもの

を活動記録というのがございまして、そち

らのほうに記録をしていただくように様式

を配付しております。また、年に１回ぐら

い、記録の方法というか、そういうことに

ついてもお示しをさせていただいておりま

す。 

 また、年に１回は確実に地区を回ってい

ただいて、どのような方がいるかというこ

とを確認していただいて、この地区にこう

いう方がいらっしゃるというような報告を

上げていただいております。どこの地区

に、今は７０歳以上の方を対象に、例えば

障害をお持ちですとか、高齢者夫婦ですと

か、そういう方を対象に名簿を取りまとめ

ておりまして、何か災害ですとか、何かの

連絡の際にはそちらのほうを活用して支援

ができるようにということで対応している

ところです。 

 今副議長がおっしゃるように、２か月

に、３か月に１回でも訪問をというところ

ですが、お仕事を持っていらっしゃる方も

いるのでなかなか、御家族と住んでいらっ

しゃるような支援の必要のない家庭にまで

とは言いませんけれども、できる限り時間

のあるときに訪問していただいて、顔を見

ていただくのが一番いいかなと思うのです

が、ただ民生委員さんの中の２か月に１回

そういう民生委員さんの会がありまして、

会議を開いてまして、定期的な事務連絡で

すとか、いろいろな事業の相談をして民生

委員さんの活動をしていただいているとこ

ろですけれども、ここやっぱり３年コロナ

がありまして、なかなか対面での面談とい

いますか、訪問ができないということで、

民生委員さんも非常に活動ができないとい

うことを残念に思っているところではあり

ます。 

 また、やっぱり訪問されたときに相手の

方がやっぱり嫌がる場合とかもございます

ので、なかなかそこがコロナの感染拡大に

気をつけながら活動しましょうということ

で、毎回注意をしながら活動しましょうと

いうことで会のほうでも話をしているとこ

ろです。 

 コロナも大分収束してきたということも

ありますので、今後また昨年改選というこ

ともありますので、今後の活動について今

日頂いた御意見を参考に提案してみたいな

というふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（高道洋子君） １２番。 

○１２番（井脇昌美君） 年に１回、基本

的に半年に１回でも訪問するという、やっ

ておられると思うのですよ。本当に二十数

名の中の１人、２人だと思うのですけれど

も、来ないというから同じ人なのですけれ

ども、全然来ないよというから私は同じこ

とを言っているのです。全員のことを指し

て言っているのではないですから。だか

ら、方法を上手にリードしてあげれば、私

は少しでも、行かなくちゃなと本人も自

覚、そこで生じると思うし、それと、確か

にコロナだったです。でもそれを課長、言

い訳ではないですけれども、その人がです

よ、私は冒頭に言ったように電話でもいい

わけですから、こういう病気がはやってい

るからごめんなさいねと、お変わりないで

すかと、それが民生委員さんの仕事じゃな

いですか。コロナだから行けなかった、コ

ロナだから嫌がられる、そうしたら電話で

もいいじゃないですか。安否の確認から健

康であるかということさえ、声さえ聞けば

民生委員さんがそれで十分僕は存在がある

し示しているのではないですか、そうでは

ないですか。電話でもいいと思うのです、
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私は。絶対そこに訪問しなくちゃいけない

と。何せ電話もなければ何もない。それは

たしか僕は３年か４年前にも同じ質問をし

ているのですよ。そうしたらこういう日報

なども提出したほうがいいのではないです

かと私から、何というかな、提案した件、

今でもちゃんと覚えていますけれども、私

はその辺を上手に持っていけば僕頑張って

くれると思うのですよ。あまりにもコロナ

コロナというと、言い訳がましくなるか

ら、あれはあまり言わない。だって本人が

来てないというのだから。電話か何かもな

かったと、いや全然ないですよと。だから

同じ人なのですよ、人物は。だから、その

辺をやっぱり私の言うことは事実ですか

ら、少しでも何か上手な方法で、決して民

生委員全員を言っていると誤解しないでく

ださいね。ごく本当に忙しい方だと思うの

ですけれども、１人犯人の人だと思うので

すけれども。私はそれしようがないなとい

うことにはならないと思います。民生委員

さん、任命、重責を受けているわけですか

ら、受けた以上は３か月か４か月、さっき

も言ったように、１回でも電話でもついで

でももいいから、のぞいたり、玄関をノッ

クして安否確認をする、声聞く、笑顔を見

せてもらう、それが民生委員さんの仕事で

ないですか。コロナだから行かない、い

や、年に一遍はと、そういう何となく穏や

かな、何かちょっと福祉課としてはもう

ちょっとやっぱり何か切迫感というか何

か、今の状況をやっぱり僕は把握する必要

があると思うのですけれども、どうです

か。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 民生委員さんの活

動についてのお話でございますけれども、

私も最近ではないですけれども、大分古い

話ですけれども、若い頃福祉係にいまし

て、随分と民生委員さんに活動していただ

いて、いろいろな住民の方たちの把握だと

かそういうのをしていただいて、大変助

かったという思いがございます。 

 そして、民生委員さんたちも非常に熱心

に活動していただいて、地域の人たちの相

談に乗ったりだとか、地域の人たちの面倒

をきちんと見ているというような、そうい

う活動をずっとしてきていただいておりま

す。その伝統というか、活動の中身という

のは今も変わりなくやっていただいている

ものというように思っています。 

 本当に地域の中では一番身近にいる相

談、何か困り事だとか相談できる、そうい

う立場でありますし、また役場だとか、そ

れから社会福祉協議会だとか、そういった

ところにそういう相談をつないでいけると

いう、そういう仕事をやっていただいてお

りまして、これからも民生委員さんの活動

というのは非常に重要な活動であるという

ように思っているところであります。 

 私も昔民生委員さん、民生委員協議会と

いう、そういうところの事務局などもやっ

ておりましたので、毎年必ず地域の中にい

る要保護だとか、そういう障害者の方だと

か母子家庭の方だとか高齢者の方だとか、

そういうやはりちょっと何かあったときに

は相談に乗ってあげられるようなことがあ

ればというようなことで、そういった方た

ちの自分の地域の中にいる人たちの調査だ

とか、これはもう本当に年に１回必ずやっ

ていただいています。それから、町からい

ろいろなことでいろいろなことをお伝えし

なければならないことだとか、なかなか分

からないこともあるのでお知らせしたりだ

とか、そういったことなどにも手伝ってい

ただいたりとかしているところでありま

す。 

 そういう熱心な活動をずっと続けていた

だいているのはこれ間違いないことであり

まして、たまたま今日お話、前にも副議長

からのお話は聞いた記憶がありますけれど

も、中にやっぱりなかなか行けないだとか

という方もいらっしゃるのかなというよう

に思っています。多分そういうことが副議
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長のほうから言われているのかなというよ

うに思いますけれども、たまたま行ったけ

れども会えなかっただとかということが何

回も続いているのかもしれませんしという

ような、言い訳になるといえば言い訳にな

るのかもしれませんけれども、民生委員さ

んの立場からすれば何回か行ったけれど

も、なかなか会えなかったよという方もい

らっしゃるのかなというように思っていま

す。 

 活動記録というのは昔から取って、取っ

てというか記録していただいて、役場のほ

うには出していただいて、どういう活動

やってますよというのは役場のほうでも把

握をしているということでありますので、

民生委員さんたちが全く何もしてないよと

いうことはないと感じています。たまたま

副議長とお話しされた方のところには全然

来てなかったよということでありますけれ

ども、多分全てのその地区の人たちのとこ

ろに何も行ってないとか、何も活動してい

ないということはないのではないのかなと

いうように思っております。 

 先ほど福祉課長のほうからも言いました

けれども、民生委員協議会という、そうい

う会議がありますので、そういった中で活

動の報告であったりだとか、それからいろ

いろな研修だか、そういったものをやって

いますので、そういった中でどうしても会

えなかったら例えば電話なら電話だとか、

そういったものでもちょっと声聞くだけで

もまたちょっと違うよというようなことで

お話をしながら、いろいろな、今まで以上

の取組に少しでも役立てていただけるよう

にお話をさせていただきたいなというよう

に思うところであります。御理解いただけ

ればというように思います。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） １２番。 

○１２番（井脇昌美君） 町長の答弁も分

かります。町長おっしゃる民生委員さんの

御苦労というのはもう十分分かりますか

ら、私が言ったのは二十数名の中の恐らく

１人か０.５だと思うのだと言ったと思うの

です。ほかの人はみんなやっている人は

やっているのですから。非常にだけれど

も、民生委員さんというのは嫌な話も聞か

される、相談される場合もあるわけですか

ら、例えば財産の問題も相談されるかもし

れませんし、そうしたら守秘義務もそこで

生じるわけですから、それだけ人選もしっ

かりされていると思うのです。ただ私は、

前と同じ人なのですけれども、本当に二十

数名の中のさっき言ったように１人か０.５

で、ほかの方々は二十数名頑張ってやって

くれていると思うのですよ。それを上手な

方法でもう少し、名指しするわけにいかな

いですから、上手に１００％に持っていく

ように努力していただきたいという、私か

らのお願いなのですよ。分かりますか。２

３名だったら２３名、２２名の方はやって

いると、全部私調べたわけでないですか

ら、その部落の実はおばあちゃんなのだけ

れども、来ないよと。相変わらず来ないよ

と。そうしたらその地区の民生委員さんは

やっぱり選抜、その人を選考されている人

も知ってますよ、おばあちゃんも。だけれ

ども、そこまでしてしまうと、名指しであ

れしてしまうから、そうすべきでないしあ

れですけれども、そうしたら連帯責任では

ないですけれども、上手な、福祉課が上手

な方法で持っていってくれないかなと。で

きれば電話でもしてあげるとなと。そうい

うなかなか難しい問題ですけれども、そこ

が改善されてないから今回また質問させて

いただいたのですということなのです。町

長のおっしゃるのは、やってますやってま

すと、そのとおりだと思います。それ私

やってないと言いませんから。本当にいろ

いろな嫌な相談まで民生委員さんというの

は受けてやらなければいけないわけですか

ら、それはよく存じてますから。ただ、残

念ながら、受けたけれどもできない、事情

によってできなかったのか、できない、そ
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ういう人には上手に私ね、上手にリードを

していってやってくれないかということな

のです。それもできないですかね。やっぱ

り年に一遍の記録だったら私はやっぱりそ

の辺も事務の手間が難しいのかもしれない

ですけれども、僕は四半期でもいいと思い

ます。雑駁な用紙に一応記録など特別変

わったことあったら記載してくださいね

と。いついつどこどこへ地域として何軒ぐ

らい回りましたかとか、上手な記録の仕

方、それでも今の政治の話ではないけれど

も、偽造だとかあれする人いるかもしれな

い、それは信頼するしかないわけですか

ら。だけれども、その地域に住んでおられ

る方が来ないのだというのは、何か用事あ

るのといったらあるというのですよ。やっ

ぱりあるというのですよ。だから来ないと

いうのですよ。だから、その辺はやっぱり

連帯として、私は捉えるべきだと。やって

いるのだから何も１人ぐらいやっぱりそれ

はもうどうしようもないわなということ

に、私はならないと思うのです。そうい

う、まず福祉課長、そういう方がおられる

ということを、しかとやっぱり受け止めて

おいてもらわないと、やっているもできる

も、それ以上のことはできないわというこ

とは間違っても思わないでください。

ねっ、どうですか、最後に。私も同じこと

を繰り返して言っているようになってしま

うのですけれども。恐らく９９％やってい

ると思うのですよ。でも、そのおばあちゃ

んが来ないのだと言うのですよ。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 今のお話、何回、

前にも聞いた記憶もありますし、今回も

ちゃんとお聞きをして、副議長の言われる

ことは把握をいたしました。 

 ただ町として、副議長が個別に誰という

話しではないので、町として民生委員さん

たちと話をするとき、民生委員協議会だと

か、それから民生委員たちが集まったと

き、それからいろいろな資料を持ってきて

いただいたりだとか、たまたま役場に来ら

れたりだとか、そういったところでお話を

する中では、今お話あったように、一般的

な話にしかちょっとそういった意味ではな

らなくなります。個別にこの人特定とかと

いうことでなければやっぱりどうしても一

般的な話になりますし、そういった意味で

は、先ほど言いましたように、いろいろな

行動記録だとかそういったものも頂きます

し、そういった中でどういったところに

行って、どんな行動してきたのだとか、ど

んな活動やっているのだとかというような

お話ですとか、それから先ほど言った民生

委員協議会だとか、年に何回か会を持って

おりますので、そういった中でのお話だと

か、そういった中で活動、いろいろな活動

をやっていただいていますけれども、その

中で例えば何回も行っても例えば会えな

かっただとか、それから活動がなかなか行

動として仕事を持っていたりだとかして、

なかなか思うような活動ができないだと

か、それからコロナなどもあってなかなか

訪問活動がなかなか難しいだとか、そう

いったものがあるときに、例えばそういう

のができなければ電話があるよだとか、そ

ういったようなことを一般的な話として皆

さんにお話をしながら、では民生委員さん

の活動としてどういう取組ができるのかね

というようなことをみんなでお話しするだ

とかというような、そういった中でこれか

らの活動につなげていっていただくという

ようなことになるのかなと。個別の話にす

ればまたそこはそこでまたちょっと違う方

法はまたあるのかもしれませんけれども、

一般的な話だとすれば、そういうことでこ

の後の民生委員さんの活動に役立てていた

だけるような話をさせていただくというこ

とになるかなというように思っておりま

す。そんなことで御理解いただければとい

うように思います。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） よろしいです
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か。 

 社会福祉総務費、ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） では次、９４

ページを開いてください。 

 ２目福祉医療費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ３目国民年金

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ４目国民健康保

険助成費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ５目後期高齢者

医療費、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ９６ページ、第

２項老人福祉費の１目老人福祉総務費、質

疑はありませんか。 

 ８番。 

○８番（川上修一君） 予算書では９９

ページ、説明資料で見ていただいたほうが

分かるかなと思うのですけれども、説明資

料の１９ページをお願いします。 

 緊急通報装置の関係であります。 

 説明資料では９５台、委託料が４０６万

２,０００円ですか。それで、この９５台の

うち、実際に今貸付けというか、貸与して

いる台数をまず教えてください。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、福祉課

長。 

○福祉課長（保多紀江君） ９５台の予算

を計上しておりますけれども、令和５年１

月末で８７台を設置しております。 

○委員長（高道洋子君） ８番。 

○８番（川上修一君） ８７台といいます

と、８台ぐらい、何というか、余力がある

のですけれども、これを９５台というのは

目標ということなのでしょうか。 

 それともう１点、それに向けてどんなふ

うにこの器械を高齢者の方に知らせて、知

らしめているというか、そういう対応につ

いてお聞きします。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、福祉課

長。 

○福祉課長（保多紀江君） 利用されてい

る方には在宅の方が御利用されていますの

で、例えば引っ越しをされたりとか、もし

くはどなたかと同居されたりする場合に、

撤去する場合がありますので、増減はあり

ますけれども、８７台から９５台まで、あ

と８台分は今後設置を希望される方がいた

らつけるための予備といいますか、その分

の予算として計上をしております。 

 また、この通報装置の周知なのですけれ

ども、年に１回程度、広報のほうにいろい

ろ高齢者福祉サービスと併せて紹介をして

おりますけれども、令和４年度については

広報のほうには紹介はしておりませんでし

た。あとは、以前はチラシで出したりもし

ていたのですけれども、今は広報でまとめ

て周知をするという方法を取っておりま

す。 

 また、そのほかにやっぱり高齢になって

この装置が必要になるということは、何ら

かの病気ですとか介護サービスですとか、

そういうことで生活することに不安のある

方が多いのかなということで、ケアマネさ

んを通じてこういうサービスがありますよ

というような紹介をさせていただいたり、

あとは病院に入院されているときの相談で

すとか、そういうときにも対応した福祉課

の者が紹介をするなどをしております。ま

た、老人クラブなどでも介護サービスなど

の勉強会をされたりとかもありますので、

そういう場でも設置について紹介をして皆

様が利用を希望される方に使っていただけ

るようにしております。 

○委員長（高道洋子君） ８番。 

○８番（川上修一君） 分かりました。 

 最近私の周り、農村なのですけれども、

やっぱり高齢の方で一人暮らしの方が結構

目立つようになってきたのですね。その中

でやっぱりまちの中も心配なのかもしれな
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いけれども、農村は隣が遠いものですか

ら、何かあっときにこれ大変だなと思いま

して、そんなときにやっぱり通報装置はす

ごいいいものだなと私思うものですから、

それで、このことは前に以前榊原議員が一

般質問されて、いろいろ細かいやり取りさ

れたのだと思うのですけれども、すみませ

ん、自分全部覚えてないものですから、ま

た同じこと聞くかもしれないのですけれど

も、もしも例えば、先ほど井脇副議長が

おっしゃられましたけれども、民生委員さ

んですとか自治会長さんですとか、やっぱ

り地域の実情に詳しい方、あるいはデイ

サービスで仕事されている方とか、そうい

う方は高齢者とか地域住民の情報に詳しい

と思うのですよ。それで、今までの周知の

仕方も結構なのですけれども、これは私の

私見なのですけれども、どうしても高齢の

方は機械というものに疎いという、疎いと

言ったら失礼なのですけれども、明るい方

もいらっしゃるけれども、そんなに難しい

ものではないのだよという、写真というか

絵でも見せながら、電話にボタンついてい

るだけだよみたいにすれば、お年寄りの方

もこれだったら置いてもいいのかなと思っ

てもらえるような気もするので、そういっ

た周知の仕方も今後検討していっていただ

ければと思います。 

 それと、次は質問になるのですけれど

も、もしそうやって周知した結果、いや、

それだったら私も欲しいという声が大きく

なりまして、例えば９５台とっこして１０

０台になったとなったときに、この器械と

いうのは要望すれば増やすことはできるの

でしょうかね。 

○委員長（高道洋子君） 福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（保多紀江君） こちらの装置

につきましては、緊急通報装置の管理とか

運営とか通報の受信業務をしている業者さ

んからリースをして各家庭に設置をしてい

ただいておりますので、委託料の予算の増

額は議会にお願いしなければいけませんけ

れども、器械自体はレンタルの業者から設

置をしていただくことは可能だと思いま

す。 

○委員長（高道洋子君） ８番川上委員。 

○８番（川上修一君） 本当にだんだん一

人暮らしの方が増えてきて、やっぱりまた

繰り返しますけれども、農村部では心配な

部分もあるものですから、今は元気な方も

いるかもしれませんけれども、何かあった

らこれあれですから、ちょっと先ほど言っ

たように周知の方法検討していただいて、

対応のほどよろしくお願いしたいなと思い

ます。 

 以上で終わります。 

○委員長（高道洋子君） いいですか。 

○８番（川上修一君） はい。 

○委員長（高道洋子君） 老人福祉総務

課、ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ２目在宅介護

費、いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ３目介護保険助

成費。 

 ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 予算説明資料、２

５ページですか。軽費老人ホーム経営安定

支援事業ということで、８００万円となっ

ています。これ去年もたしか８００万円を

出していると思うのですよね。それで、前

回の話であれば、あんまり記憶していない

のですけれども、一回限りだというふうな

記憶があるのです。今回また同じ金額で出

ているのですけれども、この辺ちょっと説

明をお願いをしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、福祉課

長。 

○福祉課長（保多紀江君） 軽費老人ホー

ムの経営安定支援事業の安定資金の補助金

なのですけれども、令和３年度から８００

万円を計上させていただいておりました。 
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 こちらにつきましては、まずケアハウス

自体が料金を自分のところで設定できない

ということで、料金を上げることができな

いので収入を増やすことができないという

ことがありまして、人件費とかいろいろな

ものがかかる中で、節減をしながらやって

きたけれども、令和２年度ぐらいでしたか

ね、施設の改修をしたときに経費がかかっ

たということもあって、そちらぐらいから

蓄えもなくなって経営が安定しない、不安

定になってきているということでの補助と

なりました。 

 その後、ケアハウスの運営は北海道の補

助金と、あと利用者さんからもらうお金な

のですけれども、その利用者さんのお金も

家賃は当初建設のときに自己財源を入れて

ないので家賃は取れない、介護料金は北海

道で定めた料金しか取れないというような

こともありまして、そちらで収入の増額の

見込みはないというようなこともありまし

て、不足分について令和３年度に予算を計

上して補助をしてきました。 

 令和４年度につきましても、制度の改正

とかそういうことについては町としても要

望を国とか道に要望しているのですけれど

も、そちらの制度ではなかなか変わらない

のかなと思いますし、あとは北海道の補助

金も軽費老人ホームに勤められている方の

雇用年数とかで変動があるということもあ

りまして、そちらのほうも増減がございま

す。令和４年度につきましては、コロナ対

策の費用、または２月の燃料費の高騰につ

いての補助金もこの前議決いただきました

けれども、そういうものを合わせてでも

やっぱり８００万円ぐらい足りなかったと

いうこともあります。 

 令和５年度につきましては、コロナの対

策の交付金等も予定しておりませんので、

燃料費の増加分とかそういうものを考えた

ときに、何とか留保財源を入れながら、そ

してさらに町の補助金の８００万円を予定

しながら何とか運営を取りあえず頑張って

いきたいということで、今後多分節減をし

て８００万円ぐらい町からもらえればとい

うところかなとは思いますけれども、それ

で令和５年度についても８００万円同額で

上げさせていただいております。 

 ８００万円の補助はなくてもできるよう

な制度設計はなかなか町のほうで運営して

いるわけでもありませんし、そういう決ま

りもありますので、なかなか難しいのかな

とは思っていますけれども、今例えば利用

者さんからちょっと多く負担いただけるよ

うなものが、例えば電気代ですとか、そう

いうもので内部で何とか収入が上げられる

ようなものがないかというようなことも、

理事会を含めケアハウスの中で検討してい

ただいて、経営改善をしていただければな

というふうに町は思っておりますけれど

も、当面この補助金で経営を支援していけ

ればなというふうに思っております。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） とはいえ、社会福

祉法人という形である意味町の持ち物では

ない。その中で、助成をしていくという関

係になりますよね。実際の経営状態がどの

ようになっているかというのが明らかに

なって、これ全員協議会とか開いてくれて

やっていただけたほうが僕はよかったのか

なというふうには思うのですけれども、こ

のケアハウスは非常に足寄町にとって重要

な施設であります。これがなくなると大変

なことになるというふうな認識も僕はして

おります。ここを守っていかなければいけ

ないという認識もございます。今後、前回

の私の一般質問のときに副町長がおっ

しゃったように、あそこは老朽化している

ので、今後多額の経費がかかってくるとい

うことも皆さんが御承知のとおりのことで

あると私は思っております。 

 その中で、とはいえ、結局は町の持ち物

ではない、社会福祉法人という中で経営を

されている中にある中で、大体８００万円

でよかろうというのもいかがなものなのか
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なというふうに私のほうは感じてしまいま

すよね。この辺は、もっと精査した中で、

例えば８００万円でなくて１,０００万円に

なる可能性もあるわけですよね。その辺の

数字の根拠たるものというのが、ちょっと

随分と粗いのかなというふうに思うのです

けれども、その辺はいかがお考えなのかお

聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、福祉課

長。 

○福祉課長（保多紀江君） すみません、

説明がちょっと悪くて申し訳ございませ

ん。 

 ケアハウスのほうから令和４年度決算見

込み、また令和５年度の予算見込みを頂き

まして、その中で剰余金の活用ですとか、

そういうことも相談させていただいて、整

理をした上で８００万円の今回の予算計上

となっております。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 今回でいったら、

燃料費というのは多分すごく高騰してくる

と思うのですよね。何％ぐらい上がるので

すかね。多分３０％ぐらい電気料でいった

ら上がっていると思うのです。その中で、

現状で８００万円だけで本当に済むのかな

というのが、そのときになってまた補正を

組めばいいということなのかなとは思うの

ですけれども、だけれども、とはいえ、結

局は民間事業者なので、そこのところに、

上がったから、じゃすぐ補正組んでお金を

支給しますというところでいったら、いつ

までたってもここの経営の改善にはなって

こないというふうに思うのですけれども、

そこの考え方というのはどういうふうに町

側としてはお考えになっているのか。もち

ろん重要な施設だから守らなければいけな

いというのがまず大前提にある。だけれど

も、その先のことを考えたときに、ずっと

このまま、じゃ経費が上がりましたから、

何が上がりましたからというふうにどんど

んどんどんお金をつぎ込んでいって、それ

で本当果たしてこれいいのかなという、僕

はちょっと疑問に思うのですけれども、そ

の辺どのようにお考えなのかお聞かせくだ

さい。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 髙橋議員おっしゃ

るとおり、社会福祉法人の経営の施設であ

りまして、当然のことながら社会福祉法人

が経営をきちんとしっかりしなければなら

ないというのが基本であります。何やるに

しても経営でありますから、これはやっぱ

り赤字になっては駄目なのですよね。最低

でもとんとん、赤字になったらやっぱりこ

れ継続できないですよ。１年、２年だった

ら何とかなるかもしれないけれども、やっ

ぱり長いこと見ていくとやっぱり赤字が

ずっと続いていく、そのことではやっぱり

経営は続けていけないということですか

ら、それはもうやっぱり最低でもとんとん

で、収支プラス・マイナス・ゼロで終わら

せなければならないというのが基本だとい

うふうに思っています。 

 このケアハウスもこれまでは、もう二十

数年、二十二、三年ぐらいになるのでしょ

うかね、できてから、やってきてますけれ

ども、今まではずっとそういった意味では

黒字というか、ちゃんと経営がされてきた

という状況であります。去年、おととしぐ

らいからやはり今まであった基金というの

か、蓄えてきたものがだんだんやはり少し

ずつ使わざるを得ない、施設を直したりだ

とかということもあったりとかいろいろな

ことがあって、今まであった基金みたい

な、町でいえば基金みたいなものがだんだ

ん少なくなってきて、今もまだ運転資金だ

とかという部分でいけば、たしか、ちょっ

とはっきり正確ではないですけれども、２,

０００万円以上はたしかまだあるはずなの

です。それで、ただそれはやっぱり運転資

金ですので、一定のお金がないと経営を回

していけないという部分があるので、それ

はあるのですけれども、今までずっと使っ
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てきてもうここまで来ると、運転資金にも

少しずつ手をつけなければならなくなって

きたという、そのちょっと手前ぐらいのと

ころぐらいまで来ているというのが実態な

のかなというように思っています。 

 その原因というのは、今までは施設も新

しかったり、そんなにお金もかからなかっ

たりだとかしていて、一定の収入もあった

のだと思うのですけれども、先ほど福祉課

長のほうから話ありましたけれども、一番

最初に建てたときに国の補助金と町からの

補助金だとか、そういったものでほとんど

法人としてそんなにお金出さなくても建て

られたという部分があって、要するに家賃

分というか、今施設に入っていらっしゃる

方たちの家賃分というのは、要するに国や

町の補助金があって建てているので、そこ

をもらうことができないと。そうすると施

設が古くなってきて、例えば直さなくては

ならないだとかといったときの、そういう

資金が今までたまってこなかったという、

そんなこともあって、そういうところにお

金もかかり、ということで、だんだんもと

もとあった資金も少しずつ少なくなってき

たという状況なのですね。 

 それで、これまでの二十数年ぐらいの中

での経過なのですけれども、今となって非

常にコロナの関係だとかもあったりとか、

物価高だとか、いろいろなこともあって、

それから職員が、介護従事者といいます

か、職員を集めるのもなかなか大変になっ

てきたというような状況の中で、だんだん

厳しくなってきて、あんまり運転資金に手

をつけてしまうと今度は運営が回っていか

なくなってくるというところで、町からの

支援が何とかならないだろうかというお話

なのですね。 

 ただ、とはいえという話なのですけれど

も、とはいえ、やっぱり町からずっとお金

を出していかないと運営ができないよとい

うのではやっぱりその社会福祉法人とし

て、法人としてどうなのでしょうかねとい

う話にもやっぱりなってくるのだというよ

うに思います。 

 そんなことで、まだちょっと話は理事長

とかとは話はちょっとまだ、しないと駄目

だねという話はしているのですけれども、

してないのですけれども、まだ。やはりこ

の後、どう運営をしていくのか、町が今支

援しているけれども、それをいかに少なく

していく、そういう方法はないのか。そう

いったようなことをきちんと話をしなが

ら、よりよい方法を、あまりいい方法はな

いかもしれないのですけれども、よりよい

方法を探していかなければならないなと。

それは町が考える、町だけが考えることで

はなくて、やっぱり基本はこのケアハウス

側でやっぱり考えていただかないとなりま

せんよねということなのかなというように

思っています。 

 それに対して、町としてもやはり議員言

われるように、あそこには７０人の方たち

が住んでいらっしゃいますし、そこで仕事

をされている方たちもいらっしゃるという

ことでありますので、やはりなくてはなら

ない施設なのだというようには思っており

ます。そういったところで、今後よりよい

運営の方法、経営が少しでも赤字が出ない

ようにというか、町からの支援がなくても

できるようにというような方向に転換、転

換というか、やり方を少しでも変えていけ

るようなところがあれば変えていかなけれ

ばならないということで、町としては考え

ておりまして、そのあたりは理事長だとか

とやっぱりちょっと話をしなければならな

いなというように考えております。 

 ただ、先ほど言いました、福祉課長のほ

うから話ありましたけれども、昨年の決算

状況ですとか、決算はまだきちんとは出て

いませんけれども決算見込みですとか、令

和５年度の今後の収支の見込み、そういっ

たものを出していただいた中で、やはり一

定の支援はしなければ、取りあえず４年し

ていますから、５年もしなければならない
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のかなということで今回骨格予算ではあり

ますけれども、この部分はやっぱり４月か

らもう関わってくる部分もありますので、

今回予算を見させていただいたという経過

となっておりますので、御理解いただけれ

ばというように思います。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 理解はしていま

す。 

 料金が上げられない、収益が上がらな

い。今後、今後の話をさせてもらうと、大

規模改修が入ってくる。多分恐らく多額な

お金がかかるであろうといったときに、社

会福祉法人なので、そこの料金は頂けない

から町単独で出すというけれども、名義と

しては社会福祉法人の名義の建物に足寄町

がお金を投入してやる。だけれども、その

資金は家賃に上乗せになってくるのか、ど

この持ち物になるのか、その所有というか

な、そういう部分もすごく不透明な部分

で、ただただお金が投入されるという流れ

になってしまうのか、ちょっとよく分から

ないのですけれども、そこのところという

のは町側としてはあくまでも理事長と、社

会福祉法人の理事長とお話をしながら進め

ていくことなのでしょうけれども、お金を

投入しても建物を直しても、そこの当初の

建築費だけの家賃収入しか取れない。だけ

れども上乗せた部分は、じゃ上がるのかと

いうことになると思うのです。そういうと

ころというのは、どのようにお考えなの

か。これすごく難しいと思うのですよね。

これ町の持ち物であれば、町で直しました

から家賃そのままで進めます、だけれども

今回みたいに大規模改修入ったときに、い

やいや、そういう話にはならないですよね

という形になってくるのかなと思うのです

けれども、その辺はどのようにお考えなの

か。 

 今後として、町として、町が買い取ると

か、そういうところの決断という考え方も

あるのかどうか、その辺も含めてお考えを

示していただければありがたいと思いま

す。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） ４月いっぱいまで

しか任期のない町長がここで何か言えとい

われてもなかなか難しいところがあるので

すけれども、基本的には多分改修をして、

改修しますよと、例えば大規模改修しなけ

れば、もう２０年以上たってますから、大

規模改修しなければなりませんよという話

になってやるとしますと、するためには

やっぱりかなりお金がかかるということに

なると思います。その分というのは当然施

設側、社会福祉法人側もそれをどうするの

かという、その資金をどう捻出するのかと

いうことを考えなければならない部分であ

りますし、あとそこで社会福祉法人だけで

何とかなればそれは全然問題のない話なの

ですけれども、そこだけではやっぱり難し

いねということになって、例えば町に支援

をというようなお話が来るかもしれませ

ん。そうなったときに、では町としてどう

考えるのかという話になるのかなというよ

うに思っています。 

 そのときに、先ほども言ったように、７

０人の方住んでいらっしゃって、そこで働

いている人たちも多くいらっしゃるという

ことを考えたときに、町としてそれは知り

ませんよという話になるか、そうはいって

も大変だからやっぱり少しは支援をしなけ

ればならないねという話になるかというと

ころなのかなと。そこはまたそこでの判断

ということになるのかなというように思い

ますけれども、現状今、任期ちょっとしか

ないですけれども、考えるとすれば、やは

り一定の町からの支援がなければ難しいだ

ろうなと。あの施設をそのままにしておく

という、古くなってどんどんどんどん老朽

化していくというのをそのままにしておく

ということには、７０人の方も住んでい

らっしゃるわけですから、ならないなと。

危険だとかそういうことなども含めて考え
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ると、そうなるのだろうなというふうには

思っています。 

 ただ、最終的にそれによってかかった経

費を、例えば家賃分として住まわれている

方たちに負担金というか、利用料金として

上乗せができるのかどうなのかといった

ら、ちょっとできるのかどうなのかちょっ

と分からないのですけれども、仮にしたと

しても、決してそんな大きな金額をお願い

して負担していただくということにはきっ

とならないのだろうなと。全額を、かかっ

た経費全額を皆さんで何年か分で分けて、

割ってだとかということで負担ということ

も、これまたなかなか難しい話なのだろう

なというように思っています。 

 そんなことを考えていくと、なかなか今

後の部分見ていくと、ちょっと見通しが

ちょっと暗い部分もあるのですけれども、

ただやっぱりそういうこととはいっても

やっぱり一定の支援しながら、あそこで、

ほかの町から比べるとああいう施設の中で

は非常に安い経費で住まわれて、住むこと

ができてというようなことで、足寄町の町

民の方たちがほとんど入っているわけです

から、非常に大切な施設にはなっているの

かなというように思っていますので、そう

いう支援というのはしていかなければなら

ないのかなというように思っています。 

 やっぱり一つのケアハウスならケアハウ

スだけでの経営というのは、何か今いろい

ろ聞くと非常に難しいというような話が

あって、例えば特別養護老人ホームだと

か、いろいろな介護施設だとかを含めて何

ぼかの施設を経営しながら、その中にケア

ハウスがあってというようなところだと、

そういう法人、やっぱりそれはかなり大き

な法人になるのだと思うのですけれども、

そういう法人であればそこが少しぐらい赤

字になってもほかで黒字になるところあっ

て、トータルとしてプラスになればとい

う、そういう形で経営されているところが

多いというように聞いております。そうい

うことを考えていくと、やっぱり一つだけ

で、ケアハウスだけで経営されている今の

社会福祉法人はやっぱりかなり厳しい状況

なのだろうなというように考えております

ので、今後もどうなるか理事長ともいろい

ろとお話ししなければならないかなと思っ

ていますけれども、その後のこれから迎え

てくる大規模改修だとかそういったものも

含めて、やっぱりそれぞれ検討して、お互

いに、お互いにというか、まずはケアハウ

ス側できちんと考えていただいて、町のほ

うにも一定の結果のお話を聞きながら、ま

た一緒に考えていかなければならないのか

なというように思っているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 本当に、これ行政

のある意味、社会福祉法人とはいえ、足寄

町の中の重要な老人施設の中の一つである

と。これ行政も絡んだ中の一つの施設であ

るという認識の下、行政は継続というのが

僕の中では思っている部分がある。しっか

りと継続をさせていく中での計画というも

のが出てくるのであろうというふうに思い

ます。 

 しかし、今回の社会福祉法人の場合は行

政とは、半分行政、半分民間みたいな僕の

中のイメージですけれども、しっかりとそ

の辺のところのすみ分けというかな、そう

いうのをしっかりとやっていただいた中

で、この問題に取り組んでいかないと、は

い、私たちやっぱりもうこれでやめてしま

います、やっぱりもう経営がどうしても苦

しいので無理ですという判断も、この社会

福祉法人はしないとは思うのですけれど

も、そういう判断もその理事会の中で、経

営陣の中でそういうことがあった場合、そ

れを受けざるを得ないということも多分今

後あるのかもしれないし、逆に言ったら、

ここに関わっている人たち、理事の人た

ち、最高経営者というのか、責任者という
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のか、その人たちの負担も非常に重くなっ

てくるのだというふうに感じるのですよ

ね。だから、やっぱりその人たちの経営責

任という部分も出かねないお話なので、

しっかりと町のほうでバックアップをする

なり、いろいろな考え方を持っていかない

と、結構大変な重要な問題なので頑張って

いただきたいなと思うのですけれども、そ

の辺は行政としてやはり継続というところ

をイメージして進んでいかなければいけな

いという認識と腹積もりがあるのかをお伺

いしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほども申し上げ

ましたけれども、私の任期は４月いっぱい

までなので、４月いっぱいまでであれば

やっぱり続けなければいけないなとは思っ

ています、取りあえず。その後はやっぱり

新しい町長がどう考えるのかというところ

にもなってくるのかなというふうに思いま

すけれども、ただやっぱり言われるよう

に、継続ってすごく大事なことだというよ

うに思っています。それはあそこだけでは

なくて、あそこのケアハウスだけではなく

て、ほかのところもそうなのですけれど

も、やっぱり継続していくというのは非常

に大事なことだというように思っていま

す。人口も少しずつ減ってきていますし、

そういう中でいかに長く継続していけるの

かといったところがやっぱり一番大事なこ

とになってくるのかなというように思って

います。確かに社会福祉法人ですから、最

終的にそこの中でどういう判断をされるか

というのももちろんあります。やっぱり経

営的に、先ほども言ったように経営的に考

えたらやっぱり赤字、毎年毎年赤字が出る

ようではやっぱり駄目ですよねという判断

になるのかもしれませんし、だけれどもそ

こに住んでいる人たち何とかこれからも

やっぱり安心してここに住んでもらえるた

めにはどうしたらいいのかな、やっぱり継

続していかないとならないよねという話に

もなるのかもしれませんし、まず第一義的

にはやはり、一番今のやっている社会福祉

法人がどう考えるのかというのがやっぱり

一番だと思いますし、一番だと思います。 

 そこの判断がどうなるのかというのは、

町としても計り知れないというか、今段階

ではですね。ただやはりなるだけ、今まで

ずっと２０年以上続けてこられたのですか

ら、続けてほしいという思いはずっとある

わけで、そのことは多分どんな、ここがす

ぐに結論はきっともって出ないと思います

けれども、何年か後にそういうようなもし

も結論が出たと、そういうような結論が出

たとすれば、町としては何とか残す方法な

いだろうかというような話をするような形

になるのかなというように思っています。 

 チーズ工場などもそうですけれども、農

協でやっぱりどうしてもできなくなりまし

たよという話になったときに、町としては

チーズ工場何とか残したいよねというよう

になったときに、何かもっといい方法はな

いのかだとか、そういうようなことを考え

ながら、今新しく、今までチーズ工場を

やっていた方たちの中で新しい会社をつ

くっていただいて、チーズを継続して作っ

ていただくと。ちょっと話一緒にはなりま

せんけれども、そういうようなことと同じ

ようなことなのかなと。何とか継続してい

けるものは継続してやっていきたいなとい

うように思うのは多分私だけではなくて、

議員の皆さん方もそう思っていらっしゃる

のかなというように思っておりますので、

今私が言えることはあまり長いことの先ま

では言えませんけれども、そういうつもり

であります。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） よろしいです

か。 

 次、行きます。 

 ４目介護サービス事業助成費。 

 田利委員。 

○５番（田利正文君） 説明資料の２１
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ページ、グループホームのことについてお

聞きします。 

 以前にも聞いたと思うのですけれども、

現在の入所者数はどんなふうになっている

のかというのと、それから１室を空けるこ

とになっていますよね、ショートステイの

ために。それの実際に使われた実績はどう

なっているのか。過去３年ぐらいなので

しょうかね。 

 それとあと、グループホームに入りた

い、入らなければならない人たちがどのぐ

らい今いるのかというのをもし分かればお

願いします。 

○委員長（高道洋子君） ３目に戻りま

す。介護保険助成費のところでの質問でご

ざいます、田利さんね。 

 答弁は福祉課長、お願いします。 

○福祉課長（保多紀江君） それでは、介

護保険助成事業の中の認知症高齢者グルー

プホームの短期利用の関係の御質問という

ことで、まずこちらの短期利用の利用の実

績なのですけれども、令和５年２月末現在

で現在登録者が３人いるというふうに伺っ

ております。また、利用率は今年度につき

ましては、４０％程度というふうに伺って

おります。 

 あと、グループホームの待機者なのです

けれども、こちらのグループホームのほう

の待機者につきましては２０人ぐらいとい

うふうに伺っております。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） ５番。 

○５番（田利正文君）  すみません、

ちょっとすかっと理解できなかったのです

けれども、３人というのは空けてある１部

屋を３人の方が使った実績はあるというこ

とでいいのですね。それと４０％というの

は、１８人入れるところの１部屋９人でし

たよね。だからそのうちの１８人のうちの

４０％埋まっているということですか、で

はないですか。 

○委員長（高道洋子君） 福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（保多紀江君） こちらのグ

ループホームはＮＰＯが運営しているグ

ループホームの中の、９床の中の１床を

ショートステイ用として利用しているとこ

ろでございます。なので、３６５日１床な

ので３６５床の３割程度、１００回ぐらい

ですかね、１００回ぐらいの利用があると

いうふうに伺っております。 

○委員長（高道洋子君） ５番。 

○５番（田利正文君） さっき言った４０

％というのは何ですか。 

○委員長（高道洋子君） 福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（保多紀江君） すみません、

利用率は４０％です。その１床、９床のう

ち、のグループホームですと通常１ユニッ

トが９床なのですけれども、そのうちの１

床を短期利用のために入所させないで一つ

空きをつくってございます。その１床につ

きまして、現在３名の方が登録をしてい

て、４０％の利用率ということになってい

ます。 

○委員長（高道洋子君） ５番。 

○５番（田利正文君） ホーム内には三つ

あるのですね、グループホームは。分かり

ました。 

○委員長（高道洋子君） よろしいです

か。 

○５番（田利正文君） はい。 

○委員長（高道洋子君） 同じく介護保険

助成費、ほかにいませんか。 

 ５番。 

○５番（田利正文君） 説明資料の２５

ページですけれども、ここに１５万円掛け

る５人、２５万円掛ける１２人と数字が

載っています。ここのちょっと説明お願い

できますか。 

○委員長（高道洋子君） 田利委員、説明

資料の何ページですか。 

○５番（田利正文君） 説明資料の２３

ページ、予算資料１０３ページです。 
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 ２３ページの説明資料の中に就業支援補

助金として１５万円掛ける５人プラス２５

万円掛ける１２人とかと人数が入っている

のですよ。これどういうふうに見るのかな

と。ちょっと説明お願いしたいと思いま

す。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、福祉課

長。 

○福祉課長（保多紀江君） 就業支援補助

金の中の就業支援金で１５万円が５人、そ

れと２５万円が１２人ということで、今回

予算を計上させていただいておりますけれ

ども、この１５万円は、まず２５万円です

ね、２５万円は足寄町に介護のために就業

された方で継続１年間就業した介護福祉士

の有資格者の方に１年たったときに２５万

円を交付しております。それが令和５年度

は１２人程度を見込んでおります。次に１

５万円は、介護福祉士以外の、例えばヘル

パーさんの資格ですとか、そういう資格を

持った方が継続勤務が１年以上継続して勤

務した場合に１５万円を交付しておりま

す。それの人数を５人ということで見込ん

でいるということになっております。 

○委員長（高道洋子君） ５番。 

○５番（田利正文君） その下の４人、４

人、１人というのは。 

○委員長（高道洋子君） 福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（保多紀江君） その次の就業

支援補助金、就職支度金ですけれども…

…、ちょっと待ってください。 

 失礼いたしました。 

 こちらの１０万円については、就業する

ときに、就業した場合に１０万円を支給す

るという方を新規で４名見込んでおりま

す。 

 次の住宅準備支援補助金ですけれども、

町外から転入してきた場合に有資格者に対

しまして家賃、それと敷金、礼金等引っ越

し費用ですね、それを２５万円を上限に交

付しておりますけれども、そちらの方を新

規で４人見込んでいます。 

 支度準備補助金につきましては、無資格

の方が雇用に至った場合に５万円支給して

おりまして、それは１人を今のところ予定

して予算を計上しております。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） ５番。 

○５番（田利正文君） 今の数字はあくま

でも予定ですね。来るだろうではないです

ね。 

 あと、ごめんなさい、もう一つ下のとこ

ろの段に、介護人材確保・定着支援補助金

とあります。ごめんなさい、その上だっ

た。介護福祉士実務者研修受講料等補助

金、一部を補助するとなっています。これ

実際に受けるには本人幾らかかるのでしょ

うか。 

○委員長（高道洋子君） 暫時休憩いたし

ます。 

 ２時３０分まで休憩いたします。 

午後 ２時１６分 休憩 

午後 ２時２８分 再開 

○委員長（高道洋子君） 少し早いですけ

れども、始めていいでしょうか。 

 休憩を閉じ、委員会を再開します。 

 ３目の介護保険助成費の中で、福祉課

長、答弁からお願いします。 

 福祉課長。 

○福祉課長（保多紀江君） お時間を頂き

まして申し訳ありません。 

 先ほどの田利議員の介護福祉士の実務者

研修の受講料の御質問だったのですけれど

も、一般的に介護福祉士の、ごめんなさ

い、実務者研修の受講をするためには、有

資格者ですと７万円から１５万円、そして

無資格者ですと１０万円から１８万円程度

と言われておりまして、その中には受講

料、テキスト代、それと受験料等を含んだ

金額となっております。 

 町はこの中の３分の２の金額を１０万円

を上限に助成するという制度となっており

ます。 
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 以上です。 

○委員長（高道洋子君） ５番。 

○５番（田利正文君） それは分かりまし

た。 

 今３人となってますよね。ケア労働部分

というのは絶対に足寄町の経済効果は大き

い分野だと思うのですけれども、これは今

でも変わらず希望者が少ないという状況で

しょうか。 

○委員長（高道洋子君） 福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 介護福祉士に

なるための研修なのですけれども、例えば

ヘルパーさんの資格のある方が実務を何年

間か積んで、そして介護福祉士になるとい

うための研修です。数年前に町で実務者研

修をやったといいますか、やったときに

は、開催したときにはかなり多くの方が受

講をされておりました。今現在は、個人で

そういう受講できる機会を設けていただい

て研修を積んでいただいているのですけれ

ども、令和４年度に関しましてはお一人の

方がこの助成、補助金を申請していらっ

しゃいます。令和５年度についても、もし

そういうステップアップをすることを希望

される方がいらっしゃった場合として３人

の予算を計上しております。 

○委員長（高道洋子君） ５番。 

○５番（田利正文君） ちょっと聞きた

かったのは、これから特老つくられるわけ

ですよね。そのときに、介護福祉職員が足

りないのではないかだとか、ケアハウスも

そうだと思うのですけれども、そういう場

合の人材確保という意味で、何というので

すか、むすびれっじできたときよく言って

ましたけれども、旧建設課長が言ってい

て、全道飛び回って集めてきたと。だけれ

ども専門学校にも入学する人がいなかった

と、減っているという話しされてましたけ

れども、それは今でも変わらない状況で

しょうか。そして、足寄の場合でも集まら

ない状況なのでしょうか。そこをちょっと

知りたいのですけれども。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、福祉課

長。 

○福祉課長（保多紀江君） 管内にも介護

福祉士を養成する学校がありますけれど

も、現状ですね、非常に少ない入学者とい

うふうに聞いております。 

 数年前に、私も札幌のほうの学校とかを

回ったことがございますけれども、やっぱ

り入学者が少ないということもあります。 

 また、就職するにしても、地元に戻ると

か、札幌近郊に就職する方が多いというよ

うな話も聞いておりますので、なかなか介

護人材を必要な方を十分に確保するという

のは非常に難しくなってきているように考

えております。 

○委員長（高道洋子君） ５番、よろしい

ですか。 

 ほかに、介護保険助成費。 

 進藤委員。 

○３番（進藤晴子君）  今のところの

ちょっともう少し深く知りたいのですけれ

ども、介護福祉士というのは有資格であっ

て国家資格であります。高校卒業してすぐ

介護士になって、無資格の介護士になっ

て、実務３年に加えて６００時間の実務研

修、半年というふうには私が調べた限りで

はありました。心配なのは、やはり介護福

祉士になって、やはりスキルを積んで、

やっぱり専門職であるという自分の自負が

できてくればやはりそこの職場にいても、

外に流れることはない、足寄にいていただ

けるかなというふうに思うのですけれど

も、実際今介護士として入ったところで実

務を３年やって、６００時間半年間も実務

者研修に送り出せているのかどうか。補助

金を頂けるような状態であっても、自分の

働いているところが半年間、介護士さんが

少ないところで出せるのかどうか、そこを

ちょっと知りたいと思います。特養の介護

士さんでも結構です。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、福祉課
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長。 

○福祉課長（保多紀江君） この人材とい

うか、有資格者、無資格者をかかわらず介

護する、雇用できる方が非常に限られた中

で研修に行っていただくというのは非常に

やっぱり事業所としては調整が大変なのか

なというふうには思っています。 

 今回、１人いらっしゃるところは、そう

いうこともステップアップについて非常に

理解があっての送り出しなのかなというふ

うには思いますけれども、今後、そうです

ね、そういう研修とかのためにいないとき

に、例えば代替を補充するとかというよう

な、たしか制度もあったかなというふうに

思いますので、何か有資格者を、資格を取

るとか、こういうものに対して事業所の理

解が得られるような仕組みづくりという

か、広報というのも今後必要なのかなとい

うふうに思います。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） スタッフが研修に

行かれるときに代替のスタッフを送り出し

てくれる、そういうシステムがあるのです

か。 

○委員長（高道洋子君） 福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 今回のお一

人、受講された方に関しては、町内の社協

さんなのですけれども、社協さんは研修で

すとか、こういう資格を取るということに

非常に理解もありまして、スタッフの中で

調整をしていただいて研修に行ったのかな

というふうには思っております。 

○委員長（高道洋子君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） では、代替のス

タッフを送り出してくれる、もらえるとい

うシステムではないということですね。そ

の事業所の中でやりくりをしているという

ふうに捉えてよろしいですか。はい、分か

りました。 

 ちょっと調べると、民間の介護士さんと

介護福祉士の間では５万円ぐらい給料が違

うという例もありました。今度、先ほど田

利議員も言っていましたように、特別養護

老人ホームも建設されて、よい施設になっ

ていただきたいという町民の願いでありま

す。そして、国内では様々な、それは老人

ホームだけではございませんが、保育所で

もそうですけれども、中でいろいろな問題

が起きております。そういうものも踏まえ

た上で、明るい、安心・安全な特養をつ

くっていただくためにも、一番大事なのは

やっぱりスタッフだと思います。そこのと

ころをしっかり考えていただいて、何とか

介護福祉士さんも少し多くなって、よい人

材が、人数だけでなくてよい人材が得られ

るように行政のほうにも頑張ってもらいた

いなと思います。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、いいです

ね。 

 ほかに、介護保険助成費でありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） では、４目介護

サービス事業助成費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ５目旭町ふれあ

いプラザ運営費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ６目高齢者等複

合施設運営費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ７目地域支援事

業費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １０６ページ、

行きます。 

 第３項児童福祉費の１目児童福祉総務

費。 

 ４番。 

○４番（榊原深雪君） こちらにありま

す、伴走型相談支援及び出産・子育て応援

給付金等一体的実施事業というのがありま

すが、これはどのような、今までの支援と
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どのように違っていますでしょうか。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、福祉課

長。 

○福祉課長（保多紀江君） 予算説明資料

の２７ページのほうに項目は書いてござい

ますけれども、こちらにつきましては、国

の施策に基づいて全ての妊婦や子育て家庭

が安心して出産、子育てができるように、

妊娠期から出産、子育てまで一貫した伴走

型相談支援と経済的支援を一体的に実施す

るものとなっております。 

 具体的には、妊娠時と妊娠８か月頃、そ

れと出生届出後に妊婦さんとか産婦さんと

面談をして、必要な手続やサービスの説明

を行って相談を受けるというようなことに

なっております。 

 こちらにつきましては、もう既に町のほ

うでも妊娠時、それと妊娠８か月頃と出生

後の赤ちゃんの訪問とか、そういうことは

やっておりまして、各種サービスの説明等

も今までも行っているところなのですけれ

ども、こういう制度がさらに伴走型という

ことも国のほうも言っておりますので、保

健福祉室の保健師と子育て支援のほうと、

さらに協力をしながら支援の必要な方を

フォローしていきたいと思っております。 

 また、今回の伴走型のほうは、面談時に

アンケートを回答していただくことで、妊

娠時に出産応援ギフト５万円、それと出生

後に子育て応援ギフト５万円を給付して経

済的支援も図ることとなっております。 

 町のほうとしましては、今までも子育て

応援の祝い金も出しておりますので、そち

らも継続して給付して支援をしていきたい

というふうに考えております。 

○委員長（高道洋子君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） いろいろ御説明い

ただきまして分かりますけれども、この伴

走型支援が必要になった背景、理由です

ね、それはどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（高道洋子君） 福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 現在は、やっ

ぱり核家族化といいますか、そういうもの

が進みまして、結婚して出産される場合に

も身近に支援をしてくれる親御さんといい

ますかね、がいないとか、知り合いも少な

いとか、そういうこともありまして、妊娠

期からやっぱり悩む方がいろいろいらっ

しゃるのかなというふうに思っておりま

す。 

 また、子育てをどういうふうにしたらい

いか分からないというような悩みを持って

いる方とか、また社会状況が変化している

ことで様々なことが、要因が絡んだ心配と

か不安を感じている方がいらっしゃるのか

なというふうに思います。 

 それで、こういうように寄り添って一緒

に応援して支援していこうというので、相

談支援というのがあるのかなと思います

し、また、コロナということもありまし

て、コロナとか、あとあれですね、経済的

な不安というのがあって、お子さんが少な

くなってきている、お子さんを産む方が少

なくなってきているということの支援とい

うことで、この出産ギフト、子育て応援ギ

フトというものの経済的支援ができたのか

なというふうに考えております。 

○委員長（高道洋子君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） 福祉課長の御答弁

のとおりだと思いますけれども、今本当に

周りに相談する相手がいない、孤立してい

る人が増えているということが大きな課題

かなと思っているところです。これからも

孤立を解消するための伴走型支援は家族や

企業や脆弱化していく時代において、本当

に必要な支援であると思いますので、今後

ともよろしくお願いいたします。終わりま

す。 

○委員長（高道洋子君） 次、ほかに児童

福祉総務費。 

 進藤委員。 

○３番（進藤晴子君） すみません、関連

して一つだけ質問いたします。今のところ
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です。 

 職員手当のところに時間外手当、夜間、

休日勤務手当というふうに書いてあるので

すけれども、身近で寄り添った伴走型の支

援というのは夜間も対応するということで

よろしいですか。 

○委員長（高道洋子君） 福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 現在のとこ

ろ、夜間に窓口を開くとかは考えておりま

せんが、職員手当の項目の名称でございま

して、一括してこの時間外と夜間と休日勤

務手当という名称になっております。 

 ただ、親御さんとかが５時以降でなけれ

ば相談に来られないとか、そういう場合に

ついては随時対応しておりますので、この

項目にかかわらず必要なときには対応させ

ていただいております。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） いいですか。 

 ほかに、児童福祉総務費、いますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） 次、２目児童医

療費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ３目子どもセン

ター運営費、いいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ４目へき地保育

所費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ５目児童福祉施

設費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ６目学童保育所

運営費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ７目児童発達支

援センター運営費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ８目子育て支援

費、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） では次、１２０

ページ行きます。 

 第４款衛生費に入ります。 

 第１項保健衛生費の１目保健衛生総務

費、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ２目予防費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ３目患者輸送車

管理費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ４目環境衛生

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ５目合併処理浄

化槽事業費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ６目町営温泉浴

場運営費、いいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １２８ページへ

行きます。 

 第２項清掃費の１目清掃総務費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ２目じん芥処理

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ３目し尿処理

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） 第３項１目水道

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） 第４項１目病院

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １３２ページへ

行きます。 

 第５款労働費に入ります。 

 第１項１目労働諸費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（高道洋子君） ２目単身者住宅

管理費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １３４ページ、

第６款農林水産業費に入ります。 

 第１項農業費の１目農業委員会費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ２目農業総務

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ３目農業振興

費。 

 １番。 

○１番（多治見亮一君） １３９ページの

農業担い手育成支援事業、説明資料２９

ページですね、でお尋ねします。 

 １４１ページですね。 

 担い手の支援事業に、単純なことなので

すが、交付金と補助金というふうに分かれ

ているのですが、この違いをまず説明して

いただきたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 交付金につき

ましては、国、北海道から支出されるもの

となっておりまして、補助金につきまして

は町単独で補助するものでございます。 

○委員長（高道洋子君） １番。 

○1 番（多治見亮一君） 次に、これに該当

する人数というかを教えていただきたいな

というふうに思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 予算説明資料

には人数は書いてあるのですけれども……

（「ダブってないの」と呼ぶ者あり） 

 こちらで言うところの、例えば新規就農

者経営開始奨励金というのは、これ国から

交付されるのですけれども……、これは町

から支給されますけれども、その下の新規

就農者育成総合対策費事業の経営開始資

金、こちらのほうは国から出て、これは重

複というか、町は年間で２００万円出す

と、総額で２００万円経営開始出すのです

けれども、そのうちの１５０万円がこちら

の国の事業を活用しまして、残りの５０万

円を町が単費で出すと、合計の２００万円

出すということで、重複になるかどうかで

すけれども、それを合わせた２００万円と

いうことで出すということにしてございま

す。 

 それと、実習奨励金、上から２番目の実

習奨励金につきましても、そうですね、そ

れにつきましても、やはり国のお金も活用

した中で出しますので、それについては年

間１８０万円出すのですけれども、国から

は１５０万円が出ると、該当する方には国

から１５０万円、そして町からは３０万円

という形になります。 

○委員長（高道洋子君） １番。 

○１番（多治見亮一君） あと、新規就農

者の今まで現在までの実績、ちょっと教え

ていただきたいと思うのと、あと新たに就

農予定されている方がどのぐらいいるの

か、あと見込みというのかな、将来的にど

うなのかも含めてちょっと聞きたいのです

けれども、よろしくお願いします。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 今現在、今年

の令和５年１月に就農した方も含めまし

て、一応２２名、２２組の方が新規就農さ

れています。 

 今後ですけれども、令和５年度のうちに

２組の方が就農する予定になってございま

す。あともう１組の方が今実習を受けてい

るということで、２年以内ぐらいには就農

されるのかなというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） １番。 

○１番（多治見亮一君） 分かりました。 

 昨今の情勢だと、農業の就業するという

のはかなり厳しくなっているのかなと思う
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のですけれども、将来的にやっぱりやめる

方と引継ぎしてやっぱり入っていただかな

いと、農業が衰退するというふうに思うの

です。その辺の考え方というか、働きかけ

というか、そういうふうな、今３名いるけ

れども、その次に向けてどういうような施

策というか、取っていったらいいかとか、

そういうふうに考えていらっしゃったら、

ちょっと教えていただきたいなというふう

に思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 新規に就農さ

れる方というのは、やっぱり離農される方

がいて初めて入れるのですけれども、その

離農される方というのはいろいろタイミン

グがございますので、やはりされるタイミ

ングのときにやっぱりちょうどいい候補者

がいれば一番いいのですが、なかなかマッ

チングするのもなかなか難しいところでは

あります。候補者の方も一応募集をかけた

りしていますし、例えば新規就農フェアで

すとかということで、札幌へ行って新規就

農希望者を募ってくるですとか、東京にも

そういうことがあって行ったりということ

もあって、そういうところで募集をかけ

て、一応来てもらって研修してもらうとい

うふうに、候補者の方についてはそういう

ふうな制度でやってきております。 

 また、直接問合せも来たりするので、そ

ういう方につきましても、電話等ですけれ

ども、対応しながら一度足寄町に来ても

らって現状を知ってもらうというふうに形

で、新規就農志向者の方にはそういう形で

対応をしております。ただ離農される方に

つきましては、やはり一度やっぱりこちら

にも相談をしていただかないといけない

し、急に離農するからすぐ就農者入れてく

れといっても困るので、そういう方につい

てはなるべく早く離農する意思表示をして

いただきたいかなということで考えており

ます。 

○委員長（高道洋子君） よろしいです

か。 

 ほかに、農業振興費ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １４２ページ、

４目畜産草地費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ５目農地費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ６目農地流動化

推進事業費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ７目営農用水道

等費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ８目町民セン

ター運営費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ９目畜産物処理

加工施設運営費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １０目多面的機

能発揮促進事業費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） １５２ページへ

行きます。 

 第２項林業費の１目林業振興費、質疑は

ありませんか。 

 ７番髙橋委員。 

○７番（髙橋健一君） 質問いたします。 

 予算書１５３ページ、森林環境推進事業

とその下にある森林環境譲与税基金積立

金、説明資料では４１ページになります。 

 まず素朴な質問なのですけれども、この

予算書に森林環境推進事業がありまして、

その説明が４１ページにあります。しか

し、この予算書のその下に森林環境譲与税

基金積立金というのがありまして、どちら

が本物の森林環境譲与税なのか分かりませ

ん。このからくりを教えてください。素朴

な質問です。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答
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弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 森林環境推進

事業なのですけれども、こちら森林環境譲

与税を活用して行うものですが、今年の令

和５年が約５,７００万円ほどを譲与税で譲

与されるということと、令和４年度で執行

残があります。それを組み合わせたものが

森林環境推進事業費となっております。 

○委員長（高道洋子君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） ありがとうござい

ます。 

 そうすると、たくさん使えるということ

ですか、次年度は。分かりました。 

 それでは、その森林環境推進事業につい

て、御質問いたします。 

 森林環境譲与税についてですが、これ調

べましたら、国費５００億円でそれが私有

林の人工林面積５割、林業就業者数２割、

市町村人口２割の比率でこれが分配される

と、配分されるということでよろしいので

しょうか。 

 そして、この中心になる内容は専ら私有

林整備のために使われるということの認識

でよろしいのですね。私有林ですね。 

 そこで質問しますが、４１ページの資料

に備品購入費、公用車、巡視車というのが

ありますね、譲与税を使ったものだと思う

のですけれども。これは私有林に関係ある

のか、ちょっと譲与税の対象になるのかど

うか、ちょっとお尋ねしたい。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） こちら巡視車

なのですけれども、森林を管理する場合に

ついては民有林になるのですけれども、そ

ちらを監視する者に使うということで、一

応対象にはできるというふうには聞いてお

りまして、こちらは今まで巡視車として

使っていた車があったのですけれども、そ

れが今９月かそれぐらいからもう動かない

状態で、新しいものに更新しなければいけ

ないということで、今この予算を上げさせ

ていただいている状況でございます。 

○委員長（高道洋子君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） これは民有林対象

ということ、これは町のものなのですね。

この巡視車というのは町のもので、いわゆ

る民有林を所有している人たちが勝手に

使ったりするような車ではない。いわゆる

この譲与税をちゃっかり町が頂いたとい

う、そういうことではないのですか。分か

りました。 

 それから、最近話を聞くのですけれど

も、町有林事業ですね、素材とか立木販売

について、大半が他町村の業者が落札して

いるのではないかといううわさを聞いてお

ります。それについて、やはり足寄町内で

消費を循環するというのが私は理想だと思

うのですね。きっと町もそういう方針だと

思うのですけれども、こういう内容につい

て、この予算にどういうふうに組み込まれ

ているのか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。この予算に、いわゆる足寄町を大事

にした、そういう予算の編成になっている

かどうか、それをお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、副町長。 

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。 

 立木の売払収入につきましては、髙橋議

員仰せのとおり、町内、町外の指名業者に

入札をしていただいて、落札されている業

者は確かに町外の方が主流になっていま

す。どこまで言えるのか分からないのです

けれども、町内の業者の方と実際に落札さ

れた価格の差額はかなりの差額があって、

それを町内限定にしてしまうと町の収入と

しての部分でもかなりの影響力があるの

で、やはり実利という部分では広く買手を

募集するのがよろしいかなと考えもしてい

ます。 

 昨年も井脇副議長から立木の売払収入を

どのように予算で見込むのかというお話

で、ある程度予算化しないのかと、計画は
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立てないのかというお話もございまして、

今回も財産収入の立木売払収入で乗せるべ

きかどうかというところで、査定の中で担

当課、担当室含めて検討したのですが、な

かなか伐期は来ているのは結構あるのです

けれども、ではそこでいつのタイミングで

どれだけやるかというところは非常に難し

いというところで、予算としてきちんと財

源確保として収入を見込んだ見積りができ

ないのであれば、結果論として落ちた金額

で後追いで予算化するという形、これまで

も取っていたやり方が現状では、見込んで

歳入をふかすという言い方あれなのですけ

れども、計上しないで手堅く予算化したほ

うがいいんじゃないかというところで、今

年度も歳入予算を立てていないところでご

ざいまして、売り時、売る面積、売る木を

適時に適切な量で売ることは当然なのです

けれども、それを予算化していないと。こ

れまでどおり歳入の確保ということでいっ

たら、広く業者さんに募って売っていると

いうところで、財源のその歳入につきまし

ては、立木売払収入については一般財源と

いうことで、交付税と同じような感じで使

い道が自由な形で、歳入として計上され

て、今回３月の補正でいえば立木の売払収

入を数千万円計上させていただいて、それ

はつまるところでいったら、財政調整基金

を取り崩さなければいけなかった予算の令

和４年度のやつが、取り崩さなくてよく

なったということで、貯金が確保できたと

いうような形で、財政的な部分では貯金の

安定的な留保というような形に結びついて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 喜んでいいのか悲

しんでいいのかちょっと分かりませんけれ

ども、やはり何とか手だてを打って、やっ

ぱり町内の消費というのを循環させる、そ

ういうようなまちづくりをしていただきた

いなというのが希望であります。 

 それからもう一つ、森林環境譲与税の活

用の中で、人材育成や担い手確保の推進と

いうのがあります。これは前々回に井脇副

議長もおっしゃっていたことだと思うので

すけれども、数日前ですかね、テレビ見て

いましたら、旭川の森林学校ですね、その

紹介がありました。北の森づくり専門学

院、略称もありまして、北森カレッジとい

うのだそうです。定員は４０名だったか

な。そして、１８歳から４０歳ぐらいまで

の方がちゃんと勉強されてまして、そして

何と驚いたのが卒業生の求人が物すごい高

いのですよね。１人につき２０人ぐらいの

会社の求人があるということで、相当期待

されていると。この学校２年ですけれど

も、すごいたくさんの資格が取れるのです

よね。これは何か見てすばらしいな、自分

ももう一回入って勉強したいなというぐら

い感動を覚えたわけですよね。だからこう

いうものを含めてやっぱり人材確保につい

て、少し予算を組んでいただきたいのです

ね。それで、今回の予算ですね、このいわ

ゆる人材育成や担い手確保の推進につい

て、どのような予算をつけていらっしゃる

のか、お尋ねします。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 今回、担い手

確保の支援事業といたしましては、人材育

成の支援ということで３０万円ほどと、あ

と林業の就業者の方がやはり町内で就業し

ている方に対しての家賃の助成ということ

で約５５０万円ほど予算をつけてございま

す。 

○委員長（高道洋子君） ７番。 

○７番（髙橋健一君） 何といっても今林

業がちょっと明るい、町の中でも非常に明

るい兆しが見えているところだと思いま

す。何とか皆さん、町もバックアップし

て、林業を盛り上げていただきたいと思い

ます。本当に足寄町にとっては、一条の光

が差しかかって、差しているような感じが
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します。どうぞ町としても予算をつけて頑

張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（高道洋子君） ほかに、林業振

興費。 

 木村委員。 

○１１番（木村明雄君） それでは、林業

振興費１５２ページ、予算説明資料につい

ては３９ページであります。 

 野生鳥獣駆除対策事業についてお尋ねを

いたします。 

 有害鳥獣駆除報償金について、エゾシカ

１,８００頭とありますが、これについては

ちょっと穏やかな頭数ではないなという気

がいたします。１０年ほど前については、

千二、三百頭だったと記憶しております

が、１,８００頭になったということについ

ては、近年エゾシカの繁殖、頭数が増えて

いるのか。また、被害総額がどう推移して

いるのか、その辺からお伺いをしたいと思

います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、経済課

長。 

○経済課長（加藤勝廣君） エゾシカの捕

獲頭数なのですけれども、令和元年度で雄

雌で１,４０５頭、令和２年度で１,７７４

頭、令和３年度で１,７１４頭ほどの捕獲を

行っておりまして、被害額なのですけれど

も、令和元年度９,２７０万円ほど、令和２

年度が９,７４０万円ほど、令和３年度が

９,８００万円ほどとなってございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） ということは、

やはり少しずつまた被害額についても増え

てきているということになろうかと思いま

す。 

 ここでまた次の質問をいたします。 

 今聞いたのは農業被害ということなわけ

なのですけれども、農業被害ばかりでなく

して林業被害もきっとあると思うわけなの

ですよね。そこで、まずはエゾシカという

のは群れをなす、本当に頭数が多い形の中

でやはり被害が多くなるということになろ

うかと思います。まず植林をした後の苗木

の新芽を食べてしまう。それから、冬季

間、冬季に立木の皮をむいて食べてしま

う。それからまた、さらに角を木にこすり

つけて木の皮をむいてしまう、そして夏に

は枯れてしまうというようなことがあるわ

けなのだけれども、この林業被害について

調べているのかどうなのか、その辺ちょっ

とお伺いをしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 林業被害につ

きましては調査はしてございません。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） やはりこれから

は林業被害についても被害は被害だという

ことになると思うのですよね。やはり日本

で本当に山を持っている一番大きな町は足

寄町だと言っているくらいですから、やは

り林業被害についても、森林管理局または

森林組合、これらとも連携を取り合いなが

ら、これからはやはりこの調査といいます

か、これをやっぱりしていっていただきた

いものだなと、そんなふうに思うところで

あります。これは後から、また答弁を頂く

わけなのだけれども、次に進んでいきたい

と思います。 

 ここで、エゾシカの報償金が６,０００円

とありますが、実質ほかの報償金もあると

思うのですよね。これらについて、現在１

頭当たり幾らになっているのか、ちょっと

お伺いをしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） エゾシカにつ

きましては、北海道のほうから報償費が出

ていまして１頭当たり７,０００円プラス町

と農協から３,０００円ずつの６,０００円

ということで合計１万３,０００円というこ

とになっております。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 
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○１１番（木村明雄君） １万３,０００円

と聞いておりますが、ここで残滓の分とい

うか、これについては予算を取っているの

かいないのか、その辺もお願いをいたしま

す。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 残滓の処理料

ですけれども、こちらも予算を取っており

まして、年間に大体１２０万円ほどの予算

を取ってございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） これは１２０万

円ぐらいは取っているのは仕方ないのかな

と思うけれども、できることだったら、適

正な処理をする、死骸についてね、適正な

処理をするということを聞いております。

そうすれば、これだけの１２０万円、これ

でもやっぱりちょっと多いのかなと、私は

そんなような気がするわけなのだけれど

も、これはやはり取っておかなければなら

ないのかなという気もいたします。 

 それでは、次の質問をいたします。 

 エゾシカ、キツネ、タヌキ、アライグ

マ、ハト、カラス、ヒグマ、これらの報償

金について、現在、労賃それから燃料、そ

してまた銃器の弾、火薬というのかな、そ

れぞれ関係するものが価格高騰をしている

わけですが、この報償金、いつ頃からこの

報償金の設定になっているのか、これにつ

いてお伺いをしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、経済課

長。 

○経済課長（加藤勝廣君） ちょっといつ

からというのはちょっと分からないのです

けれども、かなり前から同じ額でずっと推

移をしているということでございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） これもちょっと

調べておいてもらいたいものだなと思いま

す。というのは、今ここで有害鳥獣駆除員

というのかな、高齢化が進み、そしてハン

ターが減少している中で、やはり専門分野

で生活のできる、意欲を持って安心して取

り組める、そういう体制づくりをしていか

なければならないと私は考えるわけなので

す。そこで、この物価高騰の中、今後報償

金の値上げをやはり強いられると思うわけ

なのだけれども、この辺についてちょっと

お伺いをしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） この報償費の

関係につきましても、猟友会のほうともい

ろいろ相談はされているので、猟友会のほ

うからもう少し上げてほしいだとか、そう

いった要望があれば今後検討していきたい

と考えております。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） 分かりました。

これはそのうちにきっと来ると思います。 

 それでは、次の質問をいたします。 

 アライグマについてもお伺いをいたしま

す。これについては、私たちには大した今

までなじみがないという動物でありまし

た。それで、昔から北海道に住み着いてい

たものなのか、またはペットとして飼われ

て、これが外来種で野生化したものなの

か、その辺分かる範囲でお伺いをしたいと

思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） アライグマに

つきましてはもともと北海道にはいなかっ

た動物でございまして、ペットとかそうい

うところで飼われたものが野生化して繁殖

して広がったということでございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） このアライグマ

はペットとして小さいうちから、目もそし

て顔もしぐさも本当にかわいいということ

で、皆さんそれぞれに飼っていたのだと思

うわけなのですけれども、これが大きくな

ると憎たらしくなってだんだんと凶暴に
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なってくる。そんなわけで飼い主にもかみ

ついてくるというようなことで、やっぱり

諦める人がやっぱり増えてきてこんなに

なったのかなと、私もそんなことを考えて

おります。 

 ここで、説明資料によるアライグマ捕獲

数、これについて、まず足寄町でいつ頃か

ら住み着いたのか。そして、今年間に幾ら

ぐらい、何匹というのか、捕れているの

か、捕獲しているのか、その辺をお伺いを

したいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） アライグマが

最初に捕獲されたのが令和２年です。令和

２年、それまで捕獲されなかったので、見

たという方はいたのですけれども、実際に

それが本当なのかどうかの確認できなかっ

たのですが、実際確認できたのが令和２年

で３頭の捕獲となってございます。 

 令和３年度が４頭の捕獲というふうに

なってございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） これは２年か

ら、今まで、その前はいなかったというこ

とですよね。それが２年、そして３年と増

えてきている。これからもきっとこれ増え

ていくのかなという気がいたしますけれど

も、これはキツネやタヌキと同じくらいの

金額の報償金なのか、その辺ちょっとお伺

いしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） キツネ、タヌ

キ、アライグマは同じ金額となってござい

ます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） 分かりました。 

 それでは、次の質問をいたします。 

 我が町足寄町は、阿寒摩周国立公園が隣

接する町であります。公園内では捕獲は禁

じられております。これらが山から下りて

きて、林業、農業に悪さをすると。これを

守るためにも油断をすることなく、１頭で

も多く捕獲を続けていかなければならない

宿命に我が町はあるのだと、そういうふう

に思っておるところでございます。そこ

で、この有害鳥獣駆除員というのかな、ハ

ンターは今この足寄町に何名ほどおられる

のか。そしてまた、各方面にやはりハン

ターそれぞれにいなければならないと思う

わけなのですよね。そこで芽登、大誉地、

螺湾、稲牛、茂足寄、この方面にハンター

が足りているのかどうなのか。そこに出た

よといったときに、すぐ対応できるのかど

うなのか。それだけのハンターがいるのか

どうかお伺いをしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 今現在ですけ

れども、大誉地のほうにもおりますし、阿

寒方面もおります。ただ、今現状で芽登方

面の方が結構な高齢な方になっておりまし

て、そこについては今年度なのですけれど

も、新しい方、去年ですか、違う、令和４

年に移住されてきた方がそちらのほうに

入って、芽登のほうで新たに駆除員として

活躍してくれるというふうに伺っておりま

す。 

 今現在の猟友会のハンターの人数なので

すけれども、５１名というふうになってい

ます。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） これはあと１０

年ぐらい、例えば前だったらこれは本当に

５１名どころがまだまだいたのだと思うけ

れども、だんだん少なくなってきている

と。今そのうちに皆さん高齢化社会を迎え

て、鉄砲持つだけでもふらふらしてしまう

というような人になってくるのだと思うの

ですよね。 

 まずここで次の質問をしたいと思いま

す。 

 ここで、特に今皆さんにお伺いしたいと
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思っていたことがあります。それはエゾシ

カ侵入防止柵についてであります。我が町

足寄町は自分住んでいて、面積は本当に改

めて広い町だなと、そんなふうに思ったと

ころであります。平成８年から平成２４年

までの１６年間にわたり、農業生産体制強

化推進対策事業、それから畜産再生総合対

策事業、中山間地域農村活性化整備事業、

畜産振興総合対策事業、鳥獣被害防止総合

対策事業、これらのあらゆる事業を展開

し、国庫補助金、道費補助金、町補助金、

それらを合わせて総事業費２３億５,０００

万円でエゾシカ侵入防止柵、総延長距離６

２４キロを町内全域に張り巡らせたわけで

ありますが、これでエゾシカ侵入防止柵、

これが完全に張るのが終わったのか、それ

ともまだ延長するところがあるのか、その

辺についてお伺いをしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） エゾシカの侵

入防止柵なのですけれども、新町の一部で

地権者の了解が得られなくて一部張られて

ないところが１か所あるのと、あと芽登の

道道の上士幌へ行く道、清水谷線というの

ですか、あそこの上士幌側がずっと張られ

ていないと。なぜかというと、そこには畑

がなくて、基本的には畑に張りつけて張る

ものですから、畑がないのでそこについて

は張られていないということでございま

す。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） これ、畑がない

から張れない、張られていないということ

なのだけれども、もし被害が多くなってい

くということになれば張れるのかどうなの

か、ちょっとその辺もお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 補助金上でい

けば、畑に侵入しないように張るものです

から畑が張りついてなければ張れないので

すけれども、上士幌町側で実は畑があるの

ですけれども、上士幌町側では張られてな

いので、上士幌町側で張られれば一応は

入ってこないという形にはなるのですけれ

ども、そこがまだ張られていないと。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） これはどうしよ

うもないね、そうしたらね。分かりまし

た。 

 極端なことを言いましたら、足寄から札

幌までの区間を往復する、それほどの総延

長距離ですね。ここで私の心配しているこ

とは、取り越し苦労でなければいいわけな

のですけれども、まず今から１０年、１５

年前になろうかと思います。その頃、鹿侵

入策を施工するに当たり、鉄支柱で侵入防

止柵をつくっていればよかったわけなので

すけれども、それには膨大な経費がかかる

というようなことで、経費節減のためにカ

ラマツくいというのかな、カラマツ材でつ

くったわけなのですよね。カラマツくいに

防腐剤を注入をして、そしてそれでこの長

い距離をつくっていたわけなのだけれど

も、それが現在１０年以上経過し耐用年数

が来ていると考えるわけです。このまま近

年このカラマツくいが腐れていくというこ

とになれば、将棋倒しのように本当に崩れ

落ちる、崩壊してしまうというおそれが生

じると思うわけなのだけれども、これにつ

いてどのような考えで今進んでいこうとし

ているのか、その辺ちょっとお伺いをした

いと思います。 

○委員長（高道洋子君） 経済課長、答

弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 今鹿柵の管理

については、西足寄地区の鹿柵の管理協議

会のほうと足寄地区の鹿柵の管理協議会と

いうことで、二つの協議会が管理していた

だいておりますけれども、やはりそういっ

たところで話し合っていただいて、今後の

多分大幅に壊れた場合とか災害で壊れた場
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合は町の補助金もあったりして多少は直せ

るのですけれども、それがあまりにも大き

いとやっぱりなかなかできないということ

になれば、国の補助金も更新についてもで

きるということになってございますので、

国の補助金も活用しながら、そういった整

備の要望があればやっていけたらなという

ふうには考えております。 

○委員長（高道洋子君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） これはやっとこ

こまで莫大な金をつぎ込んで、そして鹿侵

入防止柵、これをつくってきたわけなのだ

けれども、これが一気に今くいが、これ木

でつくったくいですからどんどん腐れて

いってばらばらと壊れてしまうおそれがで

きてくると。これについては、一日も早く

早急に要所要所にでもいいから、やはり鉄

柱を入れる、もしくはコンクリート柱を入

れる、それらをやはり考えているのかどう

なのか、もう一度町長からもそれはお伺い

をしたいと思います。 

○委員長（高道洋子君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 鹿柵の関係であり

ますけれども、何か新年度予算の中には全

く見てないですけれども、実際に先ほど経

済課長のほうからもお話ありましたけれど

も、実際今維持管理については農協の中に

二つ組織があって、その中で鹿柵の維持管

理をしていただいているということになっ

ています。その中で、一気に壊れていると

いうところはなくて、少しずつ壊れている

ところについては、毎年毎年の補修をやっ

ているという形になっていまして、今段階

で一気に壊れてきているというようなお話

は聞いておりません。そういうことですか

ら、今段階ではこれからも適切に維持補修

といいますか、そういうのを毎年毎年やり

ながら、なるべく今あるものを長く使える

ようにということで維持管理をしていくと

いうのがまず第一かなというように思って

います。 

 しかしながら、いずれかは本当に壊れて

改修をしなければならないとかという時期

が、全体的に改修しなければならないとい

う時期が来るかもしれませんけれども、そ

ういったときにはまた更新の補助があると

いうことですので、そういったものを活用

しながら鹿柵の侵入防止柵、やらなければ

ならないのかなというように思っていま

す。 

 ずっと僕も、これまた随分若いときの話

ですけれども、広尾のほうから漁網をも

らってきて、漁網を張ったりだとかという

ところから始まっています。その後、のり

網になったり、それから電気木柵みたいな

のを使ったり、そして今の鹿柵になってき

ているのですけれども、やっぱりそれもか

なりの期間かけながらやってきているとい

うことですので、仮に更新しなければなら

ないということになってくれば、やっぱり

それも一定程度状況を見ながら、少し時間

をかけて更新していくというような形に将

来的にはなっていくのではないかなと考え

ているところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（高道洋子君） １１番、よろし

いですね。 

 林業振興費、ほかに。いいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） 次、行きます。 

 ２目林道維持管理費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ３目町有林管理

費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（高道洋子君） ４目水源林造林

事業費。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎ 延会宣告 

○委員長（高道洋子君） それでは、本日

はこれにて延会としたいと思います。 

 以上です。 

午後 ３時２９分 延会
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